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【
要
約
】
　
一
八
世
紀
末
、
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
下
の
イ
ラ
ン
で
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
知
事
に
赴
任
し
た
王
子
の
在
任
期
間
は
三
十
年
以
上
に
渡
っ
た
が
、
そ
の

末
期
に
は
政
治
的
大
事
件
が
相
次
い
だ
。
こ
の
動
乱
期
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
先
立
つ
時
期
の
概
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
史
料
的

欄
約
が
厳
し
く
、
ほ
ぼ
手
付
か
ず
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
王
子
と
共
に
赴
任
し
た
ヌ
ー
リ
i
家
の
動
向
を
通
し
て
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の

地
域
社
会
の
描
写
を
試
み
た
。
ヌ
ー
リ
i
家
は
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
勃
興
期
以
来
の
功
臣
を
輩
出
し
た
家
系
で
、
知
事
の
近
衛
兵
集
団
を
率
い
て
赴
任
、
同

家
の
一
人
が
知
苺
に
次
ぐ
地
位
に
就
く
な
ど
非
常
に
繁
栄
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
知
薯
と
の
緊
密
な
関
係
と
中
央
で
築
い
た
濫
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
彼
ら
の
地
元
住
民
掌
握
は
脆
弱
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ー
ル
ス
の
中
心
都
市
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
住
民
は
、
自
ら
と
地
方
政
庁
の
接
点
と
な
る
役
職
の
人
選

に
ヌ
ー
リ
ー
家
を
介
入
さ
せ
ず
、
直
接
に
は
地
元
有
力
者
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
一
方
遊
牧
部
族
の
中
で
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
が
台
頭
、
そ
の
有
力
老
は
ヌ

ー
リ
ー
家
の
地
方
政
庁
内
の
地
位
を
脅
か
し
、
つ
い
に
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
を
中
心
と
す
る
遊
牧
部
族
は
、
ヌ
ー
リ
ー
家
を
フ
ァ
ー
ル
ス
か
ら
排
除
す
る
ま

で
に
勢
力
を
伸
長
さ
せ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
五
巻
穴
号
　
一
九
九
二
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
八
世
紀
後
半
、
》
ρ
餅
寓
。
冨
蛍
雪
ρ
傷
〔
没
年
＝
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
／
一
七
九
七
〕
の
精
力
的
な
征
服
活
動
に
よ
り
成
立
し
た
ρ
巴
鍵
朝
は
、
彼
の
死

後
、
甥
の
閃
㊤
昔
．
》
財
ω
げ
鐸
〔
在
位
一
二
一
二
／
一
七
九
七
～
一
二
五
〇
／
一
八
三
四
〕
に
引
き
継
が
れ
た
。
一
方
イ
ラ
ン
南
部
の
周
騨
ω
地

方
は
、
ア
ー
ガ
ー
．
モ
ハ
ン
マ
ド
に
倒
さ
れ
た
N
窪
α
朝
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
た
め
、
交
替
す
る
二
王
朝
の
争
乱
の
舞
台
と
な
り
、
ザ
ン
ド
朝

崩
壊
後
は
、
同
地
方
の
知
事
が
兄
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
に
反
旗
を
翻
し
混
乱
が
続
い
た
。
し
か
し
反
乱
鎮
圧
後
の
一
二
一
四
／
一
七
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九
九
一
一
八
○
○
年
、
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
の
王
子
¢
o
。
。
①
言
、
と
圃
竃
上
玉
が
フ
ァ
ー
ル
ス
知
事
に
就
任
し
、
こ
の
地
方
に
お
け
る

ザ
ン
ド
朝
末
期
以
来
の
蹟
ま
ぐ
る
し
い
政
権
交
替
と
は
対
照
的
に
、
シ
ャ
ー
没
後
の
一
二
五
〇
／
一
八
三
五
年
ま
で
三
〇
年
以
上
に
亘
り
、
そ

の
地
位
に
留
ま
っ
た
。

　
こ
の
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
i
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
赴
任
を
以
て
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
混
乱
は
収
束
し
た
か
に
見
え
た
。
だ
が
彼
の
在
任
期
間
末
期
に

は
、
遊
牧
部
族
の
他
地
方
へ
の
大
量
移
住
、
彼
自
身
の
中
央
に
対
す
る
反
乱
と
大
き
な
政
治
的
事
件
が
相
次
い
で
発
生
し
、
再
び
フ
ァ
ー
ル
ス

は
混
乱
す
る
。
こ
の
新
た
な
動
乱
期
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
時
期
の
政
治
的
・
社
会
的
情
勢
の
概
要
を
つ
か
ん
で
お
か
ね
ば

な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
ホ
セ
イ
ソ
・
ア
リ
ー
ニ
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
在
任
期
間
、
特
に
一
二
四
〇
年
代
半
ば
／
一
八
二
〇
年
代
末
ま
で
に
関
し
て
は
、

本
来
フ
ァ
ー
ル
ス
の
事
件
を
中
心
に
記
さ
れ
る
は
ず
の
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
史
に
す
ら
、
こ
の
地
方
に
つ
い
て
の
記
述
が
乏
し
い
。
そ
の
た
め
こ

の
時
期
の
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
を
検
討
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ァ
ー
ル
ス
を
論
ず
る
一
環
と
し
て
、
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

セ
イ
ン
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
在
任
期
間
全
体
に
も
触
れ
た
∪
㊤
＜
δ
ω
既
の
考
察
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
が
フ
ァ
！
ル
ス
に
赴
任
す
る
際
、
カ
ス
ピ
海
南
岸
の
冨
四
叉
巳
錠
9
地
方
の
乞
母
を
出

身
地
と
す
る
客
母
同
家
の
人
々
が
、
彼
に
同
行
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ル
ス
の
ヌ
ー
リ
ー
家
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ

て
い
な
い
ゆ
同
家
の
置
婁
塁
§
罠
び
習
が
実
権
を
握
・
た
た
め
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
●
ミ
ー
ル
ず
は
聾
の
よ
う
で
あ
・
た
と
夙

に
言
わ
れ
て
お
り
門
題
N
押
卜
。
り
】
、
彼
が
政
治
的
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
地
元
フ
ァ
ー
ル
ス
出
身
者
と
異
な
り
申
央
か
ら

派
遣
さ
れ
た
た
め
、
ヌ
ー
リ
長
家
に
関
し
て
は
、
中
央
で
編
纂
さ
れ
た
史
書
を
利
用
す
る
余
地
が
あ
り
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
情
報
が
得
ら

れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ヌ
ー
リ
ー
家
の
フ
ァ
ー
ル
ス
で
の
動
向
を
通
し
て
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
域
社
会
の
状
況
を
可
能
な
限
り
描
き
た
い
。

　
さ
て
考
察
は
以
下
の
手
順
で
行
う
。
初
め
に
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
と
の
関
係
か
ら
ヌ
ー
リ
；
家
の
性
格
を
概
観
し
、
次
に
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
政

庁
で
の
同
家
の
動
向
、
フ
ァ
ー
ル
ス
で
活
躍
す
る
同
家
と
中
央
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ァ
ー
ル
ス
に
お
け
る
ヌ
ー
リ
ー
家
の

立
場
を
明
確
に
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
以
上
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
同
家
と
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
域
社
会
と
が
直
接
接
触
し
た
事
件
を
取
り
上
げ
、
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ヌーリー一家とカーージャー・ル朝初期のファールス地方（長谷川）

そ
こ
に
現
れ
る
社
会
の
特
徴
・
変
化
を
捉
え
る
。

　
フ
ァ
ー
ル
ス
及
び
同
地
の
ヌ
ー
リ
ー
家
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
は
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
方
史
・
地
誌
で
あ
る

④

達
と
年
代
記
訪
切
で
あ
る
。
遵
の
著
者
の
誕
生
は
一
二
三
七
／
一
八
二
一
一
二
年
で
あ
る
か
ら
や
や
後
代
の
史
料
に
な
る
が
、
彼
が
地
元

出
身
者
で
あ
る
点
に
価
値
が
あ
る
。
謁
恥
は
中
央
に
視
点
を
置
い
た
史
書
で
あ
る
た
め
フ
ァ
ー
ル
ス
関
係
の
記
述
は
達
よ
り
更
に
少
な
い
が
、

ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
フ
ァ
ー
ル
ス
赴
任
の
頃
生
ま
れ
た
著
者
は
、
少
年
期
・
青
年
期
を
フ
ァ
ー
ル
ス
で
過
ご
し
た
の
で
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
地
に
関
す
る
記
述
は
史
料
価
値
が
高
い
。
こ
れ
ら
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
量
は
乏
し
い
が
、
欧
文
史
料
に
よ
っ
て
そ
の
欠
を

補
う
。
こ
の
欧
文
史
料
に
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
旅
行
記
、
も
う
一
つ
は
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
の
切
出
プ
Φ
鐸
の
切
Φ
ω
乙
Φ
纂
に
駐
在
し
た
イ
ギ

リ
ス
人
が
残
し
た
報
告
書
で
あ
る
。
史
料
の
性
格
上
、
フ
ァ
ー
ル
ス
史
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
欧
文
史
料
の
情
報
は
断
片
的
で
あ
る
が
、

即
時
性
は
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
よ
り
遙
か
に
高
い
。
考
察
に
当
た
っ
て
は
、
多
く
の
鶏
舎
、
主
と
し
て
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
に
拠
る
が
、
個
々
の
検

討
項
目
に
つ
い
て
利
用
可
能
な
欧
文
史
料
が
あ
れ
ば
そ
の
記
述
も
確
認
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。

　
史
料
略
号

肉
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“
門
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霧
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器
嘗
に
。
ω
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｛
昌
受
⑦
切
霧
創
、
斜
嵜
軽
§
ミ
ー
違
ン
需
噸
ミ
制
．
巴
．

　
鉗
’
渕
幽
男
p
ω
釧
、
ご
ト
コ
〈
o
冨
吻
8
ゆ
ヴ
門
蝉
P
ψ
識
’
同
。
◎
①
8

国
○
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⇔
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。
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§
ミ
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．
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馬
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ミ
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■
器
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．
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Q
Q
窃
『
．

円
．
眺
“
隔
蝕
Ω
O
α
．
P
甲
扁
）
O
鎧
一
Φ
　
ω
O
搾
似
コ
　
〉
プ
ヨ
P
α
　
竃
胃
N
劉
い
　
円
勘
嵐
毎
斎
－
鴨
　
、
這
犠
O
叙
州
噛
　
Q
織
．

　
、
〉
．
緊
P
〈
9
1
、
同
㌔
↓
①
ず
円
似
コ
℃
鱒
軌
ω
α
し
Q
7
．

円
ミ
”
駕
O
＃
四
旨
ヨ
節
ユ
8
P
ρ
一
帥
甲
ω
9
一
目
鐸
”
酬
冒
為
却
㌣
O
き
特
§
｝
§
ミ
疎
画
．
∋
ψ
切
二
折
ω
7

．
い
一
σ
『
類
同
《
〉
山
山
■
卜
。
↓
卜
δ
蒔
○
◎
．

　
参
考
文
献
略
号

〉
α
帥
ヨ
¢
〇
一
㊤
圃
O
”
〉
島
9
ヨ
O
O
」
≦
．
㌧
O
α
．
ミ
無
O
篭
“
窺
N
O
袋
建
騎
聴
曳
ミ
N
達
壽
e
O
昏
h

　
§
》
↓
斜
§
袋
§
斜
」
＜
ミ
、
馬
｝
竃
馬
の
鳶
臓
嵩
N
着
§
顧
○
巴
卑
N
㌧
H
り
刈
①
。

〉
肋
ω
二
一
ω
q
ω
”
〉
厨
至
り
穴
噛
冒
慢
愈
々
る
切
勘
、
古
◎
勘
ミ
這
刷
蝿
幽
い
凄
刷
翁
§
目
①
げ
感
P
Q
Q
．
寓
噛

　
一
ω
q
Q
◎
．

切
ρ
冒
げ
器
げ
一
㊤
譲
“
b
コ
巴
臼
器
げ
吻
ω
・
．
、
目
7
0
閃
く
。
冒
自
。
ロ
。
隔
ρ
a
震
む
σ
β
毎
四
〇
顕
。
望
”

　
一
『
圃
の
一
一
◎
σ
日
ρ
層
、
』
§
翫
翫
鳶
穿
れ
馬
臓
起
の
同
郷
月
蝕
⇔
『
（
一
㊤
“
一
）
導
一
ω
㊤
一
一
①
Q
Q
■

切
P
一
ハ
げ
弾
む
◎
げ
賜
り
◎
o
㎝
”
H
α
O
ヨ
層
、
馬
♪
α
ヨ
一
昌
蒔
け
『
騨
江
0
5
一
膨
囹
『
ρ
ロ
H
↓
7
0
ω
P
h
β
ρ
〈
一
〇
㌧
N
g
o
二
α
”

　
2
冨
山
ρ
a
”
貝
憎
O
鋤
。
山
。
。
㌧
、
、
田
噛
い

ω
訓
当
山
閾
ユ
一
ω
①
ω
”
切
9
ー
ヨ
山
冠
畠
ヨ
．
的
｝
貸
碁
ら
畑
鋤
㍗
q
沁
ミ
斜
㍗
馬
さ
、
勾
四
■
ω
『
山
O
血
己

　
O
〈
O
冨
」
目
①
ず
吋
9
1
嵩
い
ω
．
出
■
同
ω
①
Q
Q
．

切
①
o
二
一
り
◎
◎
O
”
し
⇔
⑦
O
ぎ
い
．
§
馬
O
ミ
罫
Q
a
、
焼
鳥
＼
N
蓉
墨
冥
①
≦
麟
帥
く
。
コ
9
⊃
⇒
O
ド
。
づ
α
o
鋭

　
一
⑩
g
o
①
‘

U
餌
該
。
も
。
固
Φ
Q
Q
ご
U
9
乱
①
ρ
O
．
国
φ
．
．
ρ
乱
p
辱
菊
三
〇
ぎ
閃
四
話
唱
ユ
。
『
け
。
お
画
ρ
、
．

　
N
§
㌶
N
軌
（
一
㊤
Q
◎
“
）
、
爲
凱
1
一
軌
Q
◎
’
　
　
　
　
　
　
　
・

臼
3
§
．
恥
向
壽
遷
乳
号
§
ミ
騒
ミ
N
鍋
ミ
ミ
●
コ
。
’
＜
o
臼
二
〇
幽
い
。
一
α
o
コ
．

艶
3
h
三
遷
9
愚
§
ミ
黛
N
ミ
お
賊
ミ
．
い
9
こ
。
詳
切
。
ω
8
昌
ρ
嵩
α
出
①
三
〇
矯

い
9
影
σ
仲
O
ロ
一
㊤
刈
O
”
い
P
已
σ
け
9
ご
〉
■
鍔
．
ω
。
．
偽
勺
O
冨
㌶
…
8
ゴ
O
切
『
〇
四
隣
α
O
’
＜
昌
O
h

　
o
Q
o
9
象
審
、
．
§
馬
G
霜
§
ミ
帖
禽
馬
ミ
無
。
遂
ミ
ぴ
ミ
§
■
目
”
o
全
即
駕
’
類
。
開
い

　
O
ρ
ヨ
げ
二
α
σ
q
①
、
ド
㊤
圃
P

卜
恥
旨
σ
什
O
鵠
一
㊤
凝
轄
H
α
O
ヨ
’
．
、
潟
｝
一
）
旨
諺
渕
．
層
慧
艶
b
9
■

冨
O
『
O
α
障
げ
　
一
㊤
圃
一
”
筈
O
『
O
鳥
津
一
ピ
O
．
．
．
国
卑
二
嘱
ρ
a
㊤
嬬
　
〉
ユ
義
目
昌
卿
6
0
葺
ρ
餓
O
類
”
＞
5

　
＞
コ
9
♪
ξ
6
0
断
し
o
o
h
搾
ω
O
o
＜
o
δ
℃
ヨ
①
コ
δ
勲
コ
山
切
縄
冨
O
試
O
嵩
ρ
、
、
N
ミ
謡
ミ
詰
物
ミ
ミ
羽
戯

　
（
一
㊤
諺
）
、
ゆ
㊤
I
Q
◎
餅

①
　
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
一
七
七
九
年
、
　
七
八
六
年
、
．
一

　
七
九
六
年
と
様
々
に
雷
わ
れ
て
い
る
〔
小
牧
昌
平
「
ザ
ソ
ド
朝
の
成
立
過
程
に
つ

　
い
て
　
　
一
八
世
紀
イ
ラ
ン
政
治
史
上
の
諸
問
題
　
　
」
『
上
智
ア
ジ
ア
学
』
第
五

　
号
（
一
九
八
七
）
四
三
〕
。

②
　
U
ρ
〈
8
ω
這
Q
。
3
這
窃
∴
ω
O
．
デ
イ
ヴ
ィ
ス
矯
は
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル

　
ザ
ー
時
代
の
フ
ァ
ー
ル
ス
を
、
地
方
政
庁
の
．
．
噌
。
《
a
尻
ヨ
．
”
の
発
現
と
い
う
視

　
点
か
ら
論
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
十
分
な
説
明
も
な
く

　
茂
独
自
の
時
代
区
分
が
用
い
ら
れ
、
意
味
を
明
確
に
つ
か
み
が
ね
る
語
〔
例
え
ば

　
．
．
荘
①
。
。
℃
搾
搾
。
｛
男
霞
ω
．
．
〕
も
あ
り
、
論
旨
が
わ
か
り
に
く
い
。

⑧
デ
イ
ヴ
ィ
ス
氏
は
本
稿
で
扱
う
壌
蔚
嵩
。
冨
昌
の
没
落
に
言
及
し
て
い
る
が
、

　
ヌ
ー
り
一
・
ク
ラ
ン
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
意
義
が
読

　
者
に
は
わ
か
り
に
く
い
［
O
ρ
〈
8
。
。
一
り
Q
。
8
這
α
占
悼
2
。
フ
ァ
ー
ル
ス
で
活
躍
し
た

　
ヌ
ー
リ
ー
家
の
研
究
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
切
岡
津
畠
α
の
人
名
事
典
［
ω
鋤
ヨ
鼠
ユ

　
一
ω
①
。
。
一
の
み
で
あ
る
。

④
石
版
本
［
冨
為
ぎ
慮
建
噛
、
恥
蝕
§
㍗
鴇
審
動
ミ
唖
』
〈
o
｝
ρ
↓
①
冨
響
”
〉
．
踏
」
。
。
に
］

　
及
び
一
の
抄
訳
［
出
．
ω
霧
ω
o
（
葺
ソ
ミ
吻
な
慧
ミ
℃
馬
跨
智
口
5
α
霞
O
ミ
．
ミ
笥
ミ
恥
・

4　（77e）



　
ヨ
。
ξ
く
。
鱒
臼
u
o
＆
。
p
お
趨
］
も
参
照
し
た
。
遷
娼
は
大
阪
外
国
語
大
学

　
の
岡
晴
正
孝
、
掛
銀
剛
製
出
菊
餌
旨
σ
N
ぎ
①
両
氏
を
中
心
と
す
る
研
究
会
で
取
り
上

げ
ら
れ
、
同
研
究
会
に
私
も
参
加
し
、
荷
氏
か
ら
様
々
な
御
教
示
を
頂
い
た
。

⑤
、
≧
の
著
者
に
つ
い
て
は
前
掲
訳
書
の
ブ
ッ
セ
に
よ
る
解
説
7
乱
、
笥
動
の
著

　
者
に
つ
い
て
は
バ
！
ム
ダ
ー
ド
の
人
名
事
典
窃
倒
ヨ
魯
α
お
O
ρ
囲
㌍
ω
リ
ム
b
。
］
参

照
。
箋
単
向
な
ど
カ
！
ジ
ャ
ー
ル
朝
時
代
の
主
な
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
と
そ
の
著

者
に
つ
い
て
は
岡
崎
正
孝
氏
に
よ
る
紹
介
が
あ
る
〔
豊
島
正
孝
「
カ
ー
ジ
ャ
・
ー
ル

朝
史
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
解
題
」
『
オ
リ
エ
ン
ト
馳
第
二
五
巻
第
二
号
（
一
九
八
二
）

七
四
一
－
八
七
］
。

鳳
　
ヌ
ー
り
一
家
の
政
治
活
動

ヌーり一家とカーージャール朝初期のファールス地方（長谷川）

q
D
　
ヌ
ー
リ
ー
家
と
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝

　
ヌ
ー
リ
i
家
の
出
身
地
は
、
達
に
拠
れ
ば
、
カ
ス
ピ
海
南
崇
の
寓
目
N
き
ロ
錠
9
地
方
に
あ
る
乞
5
1
H
の
一
八
の
地
区
（
ヨ
p
げ
9
1
準
）
の
首
邑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
ρ
ρ
蓄
げ
①
）
、
切
鋒
践
Φ
で
あ
る
〔
蝦
卸
。
謡
〕
。
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
征
服
活
動
は
、
一
一
九
三
／
一
七
七
九
年
に
ザ
ソ
ド
朝
の
人
質
と
し

て
の
フ
ァ
ー
ル
ス
で
の
生
活
か
ら
逃
れ
た
後
、
大
ま
か
に
記
せ
ば
、
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
な
ど
カ
ス
ピ
海
南
岸
の
地
方
の
征
服
、
＝
一
〇
〇
／

一
七
八
六
年
の
首
都
円
Φ
げ
轟
p
制
定
、
イ
ラ
ン
中
央
部
、
更
に
フ
ァ
ー
ル
ス
な
ど
南
部
の
征
服
と
い
う
過
程
を
た
ど
っ
た
〔
ぴ
ρ
ヨ
げ
8
口
お
課
Ψ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ω
り
ご
。
彼
が
ザ
ン
ド
朝
を
倒
し
た
の
は
＝
一
〇
九
／
一
七
九
四
年
で
あ
る
。
ヌ
ー
ル
征
服
の
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
一
一
九
四
／
一
七
八

○
年
の
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
族
の
内
紛
は
ヌ
ー
ル
の
人
々
を
巻
き
込
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
の
時
点
ま
で
に
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
族
の
勢
力
が
及
ん
で
い
た

　
　
　
③

で
あ
ろ
う
。
＝
九
八
／
一
七
八
三
一
四
年
に
ザ
ソ
ド
朝
曇
が
マ
ー
ザ
ソ
ダ
ラ
ー
ン
に
進
攻
し
た
際
ヌ
ー
ル
の
有
力
者
が
ザ
ソ
ド
側
に
つ
い
た

が
、
こ
の
戦
い
で
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
側
が
勝
利
を
収
め
る
と
篤
動
剛
×
し
。
。
O
高
。
。
9
ミ
網
野
H
”
一
ω
8
ム
。
。
o
島
、
以
後
ヌ
ー
ル
の
人
々
が
ア
ー
ガ
i
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

モ
ハ
ン
マ
ド
と
鋭
く
対
立
す
る
事
例
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
従
っ
て
二
九
八
／
一
七
八
三
－
四
年
頃
、
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
ヌ
ー
ル

に
対
す
る
支
配
が
確
実
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ヌ
ー
リ
i
家
の
祖
先
に
つ
い
て
陶
物
は
、
シ
ー
ア
派
の
イ
マ
ー
ム
と
の
関
わ
り
、
m
鋒
ρ
＜
一
朝
、
客
9
1
山
曾
ω
げ
9
1
び
の
も
と
で
の
活
躍
を
伝
え
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頓
蝕
國
㌶
団
『
N
四
白
O
げ
㊤
ヨ
ヨ
伊
α
〉
需
σ
錠

　
　
（
冨
矧
「
N
抑
　
》
ρ
9
一
　
切
廻
ぴ
9
1
）

閃
㊤
普
、
〉
一
一
〇
∩
び
2
8
げ
i
b
6
9
0
弓
一
p
プ
澗
コ

〉
器
鳥
〉
一
箭
7
　
客
p
貿
≧
団
騨
　
鼠
。
骨
㊤
ヨ
筥
ρ
O
N
四
菖
μ
ω
o
ぞ
巴
ω
o
σ
q
帥
旨
　
頓
o
m
Φ
ぎ
〉
、
嵩

8
萄
訂
ρ

彊
銀
一
国
σ
境
餌
訂
ヨ

　
　
　
　
一

一

〉
嵩

　　　〉
　　搾
一σ’

Z
帥
腕
一
旨
　
　
内
7
0
貯
〉
質
倒
げ
閣
騨
｛
O
一
四
コ
ρ

囲
O
岡
餌
ロ
拶
睦
ω
げ
O
一
内
『
〉
＝
四
げ

因
一
鶏
一
二
二
麹
　
題
窟
×
』
嵩
I
Q
。
㌧
×
㌧
。
。
①
下
Q
。
同
り
、
窯
F
鵡
8
謎
O
目
込
蕊
、
ミ
Q
。
］
い
吋
．
臥
［
一
Q
。
拙
Q
。
”
ω
δ
］
噂
ぴ
二
言
斎
謁
。
．
．
州
。
厨
罠
．
．

　
　
　
　
　
　
邸
麟
蓉
引
澱
㊦
蹄
醇
曝
掛
叫
。

剛
O
莚
昌
P

　
⑤

る
が
、
こ
の
記
述
は
同
時
代
史
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
ず
信
用
し
難
い
。
本
稿
冒
頭
で
言
及
し
た
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
や
以
下

で
述
べ
る
諺
。
・
曽
α
》
一
蕎
げ
囚
げ
鍵
の
父
親
、
富
農
鍵
釜
日
鼠
○
中
夏
ヨ
9
α
》
閃
び
ρ
巴
〔
通
称
鑑
矧
目
昌
》
ρ
餅
b
σ
四
び
巴
は
政
治
的
支
配
者
に
仕

　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

え
ず
、
ザ
ン
ド
朝
時
代
に
は
以
前
同
家
が
保
持
し
て
い
た
切
。
ω
富
ヨ
α
縛
の
統
治
権
も
他
家
に
移
っ
て
い
た
興
醒
メ
・
ω
9
－
ω
①
㊤
】
。
カ
ー
ジ
ャ

ー
ル
朝
勃
興
前
夜
、
ヌ
ー
リ
ー
家
の
政
治
的
影
響
力
は
強
力
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
勢
力
が
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
に
及
ぶ
と
、
彼
の
も
と
で
ハ
ー
ジ
ー
ー
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ク
バ
ル

〔
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
ー
ガ
i
・
バ
ー
バ
ー
〕
の
息
子
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
が
活
躍
を
開
始
す
る
。
彼
が
ア
ー
ガ
i
・
モ
ハ
ン
マ
ド
に
仕
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

始
め
た
時
の
状
況
は
、
諸
説
あ
っ
て
定
か
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
説
に
よ
る
と
そ
の
時
期
は
一
一
九
九
／
一
七
八
五
年
、
一
一
九
八
／
一
七
八

三
一
四
年
、
＝
九
四
／
一
七
八
○
年
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ヌ
ー
ル
に
お
い
て
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
支
配
が
確
実
に
な
っ
た

頃
ま
で
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
主
な
任
務
は
軍
の
財
務
で
、
そ
の
地
位
は
蚕
ω
轡
型
器
く
剛
ω
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
ア
ー
ガ
ー
・
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ヌーリ一家とカージャール朝初期のファールス地方（長谷川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

モ
ハ
ン
マ
ド
の
軍
事
活
動
の
規
模
を
考
え
る
と
、
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
の
任
務
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
時
代
に
な
っ
て
も
、
軍
の
財
務
担
当
官
と
し
て
の
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
の
立
場
に
変
化
は
無
い
。
一
二

三
八
／
一
八
二
三
年
の
記
事
で
軍
の
財
務
の
高
官
若
し
く
は
長
官
（
一
P
Q
◎
一
H
界
匿
叫
づ
O
く
圃
ω
げ
鋤
ω
げ
剛
）
、
　
一
二
三
九
／
一
八
二
四
年
の
記
事
で
同
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

（
〈
騨
R
圃
賊
I
O
　
一
節
ω
プ
犀
ρ
H
）
と
し
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
軍
の
財
務
担
当
者
と
し
て
出
世
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
二
四
五
／
一
八
二
九
一
三

〇
年
、
彼
は
ロ
ス
タ
ム
ダ
ー
ル
と
そ
の
周
辺
地
方
、
そ
こ
に
暮
ら
す
二
つ
の
部
族
の
統
治
権
（
ヴ
・
恩
日
暮
養
Φ
犠
算
）
を
得
て
意
向
麟
・
器
。
剛
、

中
央
政
界
を
引
退
し
た
と
み
ら
れ
る
。

　
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
の
息
子
に
は
、
フ
ァ
ー
ル
ス
で
募
兵
の
指
揮
官
（
Q
o
9
同
財
夢
巴
ユ
O
）
と
し
て
活
躍
し
た
ω
げ
○
ξ
と
萄
げ
以
外
に
、
財
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

官
、
書
記
、
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
の
妻
の
ワ
ジ
ー
ル
が
お
り
、
全
体
的
傾
向
と
し
て
ヌ
ー
リ
ー
家
は
文
官
を
輩
出
す
る
タ
イ
プ
の
家

　
　
　
　
⑫

系
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
ヌ
ー
リ
ー
家
の
出
身
地
ヌ
ー
ル
は
、
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ソ
マ
ド
の
征
服
活
動
の
比
較
的
初
期
の
段
階
で
そ
の
支
配
下
に

入
り
、
そ
の
頃
か
ら
ヌ
ー
リ
ー
家
の
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
は
彼
の
も
と
で
活
躍
を
開
始
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン

は
活
発
な
軍
事
活
動
を
展
開
し
た
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ソ
マ
ド
、
そ
の
後
継
者
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
の
時
代
を
通
じ
て
、
軍
の
財
務
を

担
当
す
る
要
職
を
占
め
、
そ
の
息
子
た
ち
も
概
ね
文
官
と
し
て
活
動
を
始
め
て
い
た
。
ヌ
ー
リ
ー
家
は
、
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
勃
興
期
以
来
、
そ

の
支
配
に
貢
献
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
フ
ァ
ー
ル
ス
を
活
動
の
舞
台
と
し
た
ヌ
ー
り
1
家
の
性
格
に
も
影
響
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

②
　
ヌ
ー
リ
ー
家
と
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
政
庁

　
そ
れ
で
は
フ
ァ
！
ル
ス
の
ヌ
ー
り
1
家
の
考
察
に
移
ろ
う
。
本
節
で
は
、
同
家
の
地
方
政
庁
内
で
の
地
位
、
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
i
二
・
・
i
ル

ザ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
彼
ら
が
フ
ァ
ー
ル
ス
の
中
心
都
市
匂
。
冨
『
欝
に
来
た
時
の
様
子
を
伝
え
る
箋
の
記
述
を
引
用
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す
る
。

フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
の
統
治
（
ザ
。
閃
巳
轟
鼠
く
p
｛
母
ヨ
餅
謹
斜
く
帥
、
一
）
が

高
貴
で
気
高
い
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ニ
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
カ
ー
ジ
ャ

ー
ル
閣
下
に
定
め
ら
れ
た
。
数
人
の
永
遠
な
る
国
家
の
役
人
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

（
o
導
き
帥
）
が
、
信
頼
さ
れ
信
任
さ
れ
、
　
ヌ
ー
ル
の
十
八
の
地
区

（
日
ρ
冨
ε
か
ら
八
剣
名
の
銃
騎
兵
（
汁
o
h
§
α
q
。
寓
受
①
旨
昌
自
Φ
）
を

選
び
、
ア
ー
ガ
ー
・
バ
ー
バ
ー
・
ハ
ー
ン
の
息
子
達
で
ア
ミ
ー
ル

の
中
の
ア
ミ
ー
ル
法
胆
賃
｝
臨
9
1
げ
民
臣
9
1
昌
と
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ザ
キ

ー
・
ハ
ー
ン
、
ラ
シ
ュ
カ
ル
ネ
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
シ
ー
の
ア
サ
ド
ッ

ラ
ー
・
ハ
ー
ン
の
真
の
息
子
（
＜
巴
9
α
巴
噛
O
α
£
）
で
ア
ミ
ー
ル
の

中
の
ア
ミ
ー
ル
¢
似
鴇
ω
げ
。
町
巴
断
げ
国
げ
働
口
及
び
各
人
が
地
位

保
持
老
（
ω
9
1
財
Φ
σ
I
O
　
ヨ
㊤
ゆ
ω
賢
げ
凶
）
で
あ
る
彼
ら
の
い
と
こ
（
げ
彗
同

㊤
．
ヨ
帥
日
）
と
部
族
（
．
騨
ψ
げ
回
H
㊤
け
）
か
ら
成
る
集
団
が
、
上
述
の
閣
下

に
従
っ
て
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
か
ら
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
到
着
し
た
。
そ
し
て

二
年
間
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
滞
在
の
の
ち
、
そ
の
集
団
の
家
族
（
㊤
巳
く
9

、
㊤
矯
鑓
）
が
マ
ー
ザ
ソ
ダ
ラ
ー
ソ
の
ヌ
ー
ル
の
諸
地
方
（
コ
ρ
〈
斜
ザ
甲

団
①
累
冒
）
か
ら
来
て
、
こ
の
［
U
母
び
ω
げ
魑
鵠
α
①
の
一
マ
ハ
ッ
レ

（
街
区
）
の
一
部
で
政
庁
の
内
城
（
》
降
る
禽
く
餅
巳
）
に
隣
接
す

る
モ
ル
デ
ス
タ
ー
ソ
通
り
（
σ
q
o
N
鍵
占
㌶
o
乙
＄
萄
旨
）
に
居
を
定

　
⑭

め
た
。
〔
中
略
〕
そ
し
て
こ
の
時
期
、
ヌ
：
ル
の
集
団
（
す
ヨ
魑
．
暮
ゐ

8　（774）



ヌーり一家とカージャール朝初期のファールス地方（長谷川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

Z
貯
固
）
が
各
自
、
家
を
自
分
の
地
位
に
応
じ
て
建
て
定
住
し
た
犠
押
零
2
。

　
こ
の
記
述
よ
り
ア
ー
ガ
i
・
バ
ー
バ
ー
・
ハ
ー
ン
の
息
子
〔
即
ち
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
の
兄
弟
〕
ナ
ス
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
と
モ
ハ
ン

マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
、
そ
れ
に
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
の
息
子
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
は
、
首
邑
バ
ラ
デ
だ
け
で
な
く
ヌ
ー
ル
各

地
か
ら
集
め
ら
れ
た
銃
騎
兵
の
集
団
を
率
い
て
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
来
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
初
め
に
、
彼
ら
が
率
い
た
こ
の
集
団
が
い
か
な

る
集
団
で
あ
る
か
を
調
べ
て
い
く
。
以
下
こ
の
集
団
を
ヌ
ー
リ
ー
集
団
と
呼
ぶ
。

　
ま
ず
形
式
的
な
特
微
か
ら
検
討
す
る
。
　
ヌ
ー
リ
ー
集
団
の
構
成
員
は
、
ヌ
ー
リ
ー
家
と
そ
の
い
と
こ
や
部
族
で
あ
る
が
、
『
部
族
」
が
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
紐
帯
で
ヌ
ー
リ
ー
家
と
結
び
付
い
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
集
団
の
人
数
は
聖
で
は
八
百
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

懸
物
と
≧
↓
で
は
一
千
下
向
H
麟
・
薗
ご
区
・
ω
①
G
。
一
宅
属
目
H
・
ω
£
、
イ
ギ
リ
ス
の
全
権
使
節
旨
8
0
ω
の
私
設
秘
書
と
し
て
来
た
窯
。
誌
巽
の
旅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

行
記
ミ
ミ
画
ミ
、
で
は
七
百
で
あ
る
。
ヌ
ー
リ
ー
集
団
の
装
備
に
つ
い
て
義
の
著
者
は
銃
騎
兵
と
述
べ
て
い
る
が
、
一
二
三
二
／
一
八
一
七

年
の
フ
ァ
ー
ル
ス
南
部
へ
の
遠
征
に
も
、
ヌ
ー
ル
の
銃
兵
（
8
剛
磐
σ
q
畠
圃
）
の
参
加
が
確
認
で
き
る
罵
動
H
麟
・
墨
隈
箋
H
・
謡
凹
。
欧
文
史
料
で

は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ミ
ミ
ミ
、
に
拠
れ
ば
一
八
○
八
年
当
時
、
対
ロ
シ
ア
戦
に
刺
激
さ
れ
イ
ラ
ン
で
は
軍
備
を
整
え

る
動
き
が
あ
り
、
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
i
ニ
ミ
ー
ル
ザ
ー
も
ロ
シ
ア
人
捕
虜
に
教
練
さ
せ
て
新
し
い
軍
隊
を
創
設
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
し
か

し
「
こ
の
時
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
は
、
　
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
の
ヌ
ー
ル
地
方
（
し
σ
。
δ
鼻
。
H
勺
Φ
お
導
夢
）
の
頑
健
で
活
動
的
な
七
百
名
の
男
た
ち
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ら
成
る
別
の
部
隊
（
σ
o
身
）
が
あ
っ
て
、
彼
ら
は
同
様
に
p
シ
ア
式
教
練
の
規
律
に
従
い
、
あ
ご
髭
を
落
と
し
、
使
い
慣
れ
て
い
た
火
縄
銃

（
灘
算
。
露
。
爵
σ
q
§
）
を
火
打
石
銃
（
津
。
δ
。
ε
に
替
え
、
す
っ
か
り
ロ
シ
ア
兵
の
装
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
罎
。
げ
。
ヨ
亀
N
①
ξ
潟
冨
コ

〔
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
〕
と
ω
げ
①
涛
菊
o
o
鼠
穴
げ
き
〔
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
〕
が
彼
ら
の
指
揮
官
（
8
ヨ
ヨ
嘗
畠
①
『
）
に
任
命
さ
れ

た
。
」
〔
3
0
〕
そ
の
後
の
ヌ
ー
リ
ー
集
団
の
装
備
の
変
化
は
不
明
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
特
命
全
権
大
使
で
あ
る
弟
に
同
行
し
て
来
た
○
引
馬
Φ
図
は

一
八
一
一
年
五
月
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
家
に
銃
兵
（
ε
h
磐
σ
q
ε
が
大
勢
居
る
様
子
を
目
撃
し
て
い
る
［
Q
§
§
黛
H
H
・
一
8
占
り
。
。
］
。

以
上
よ
り
ヌ
ー
リ
ー
集
団
は
七
百
か
ら
一
千
名
程
の
銃
騎
兵
．
．
8
尽
日
茜
。
露
出
。
ず
二
α
Φ
、
、
で
、
当
初
は
火
縄
銃
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
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る
。　

で
は
彼
ら
は
い
か
な
る
性
格
の
集
団
で
あ
っ
た
の
か
。
シ
…
ラ
…
ズ
に
来
た
当
初
、
ヌ
ー
リ
ー
家
の
指
揮
官
（
ω
貧
畠
鍵
）
は
ア
サ
ド
ヅ
ラ
ー
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ハ
ー
ン
の
兄
弟
ナ
ス
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
で
あ
っ
た
が
【
聖
押
目
ρ
謡
O
覧
H
・
箋
2
、
曳
H
に
拠
れ
ば
シ
ー
ラ
ー
ズ
到
着
の
三
、
四
年
後
、

遷
嵩
で
は
＝
二
五
／
一
八
○
O
I
一
年
に
彼
は
没
し
、
そ
の
地
位
は
ア
サ
ド
ッ
ラ
…
・
ハ
ー
ン
の
息
子
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
に
与

え
ら
れ
た
。
し
か
し
彼
は
ま
だ
一
二
歳
で
あ
っ
た
の
で
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
が
後
見
人
の
地
位
（
楽
書
び
食
け
）
に
定
め
ら
れ
実
質

的
な
後
継
者
と
な
り
珊
三
囲
H
・
ミ
2
、
ホ
セ
イ
ソ
・
ア
リ
ー
ー
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
御
前
ゴ
ラ
ー
ム
（
σ
q
グ
。
団
ヨ
ゐ
営
珍
夢
巴
ヨ
葺
）
の
地
位
を
得
た
。

こ
の
時
代
の
ゴ
ラ
ー
ム
と
は
近
衛
兵
を
指
す
［
ρ
国
・
b
づ
。
雲
．
。
山
回
、
．
○
国
d
び
〉
寓
鵠
℃
Φ
邑
p
．
．
・
肉
N
団
】
。
ま
た
ヌ
ー
リ
ー
集
団
移
住
の
二
年
後
、
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

族
も
シ
ー
ラ
ー
ズ
へ
来
て
定
住
し
た
が
、
そ
の
場
所
が
政
治
の
中
心
、
宮
廷
（
℃
巴
ρ
8
噂
g
〈
勢
自
げ
雪
夢
）
の
あ
る
内
城
【
o
器
ミ
遷
H
H
・
H
。
。
］
に

近
い
モ
ル
デ
ス
タ
ー
ソ
で
あ
り
、
廃
物
で
は
ヌ
ー
リ
i
集
団
を
「
私
的
銃
器
（
ぎ
h
雪
σ
Q
g
J
δ
菖
鰍
甥
①
）
」
〔
×
u
ω
①
・
。
〕
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
も
、

彼
ら
の
近
衛
兵
と
し
て
の
性
格
を
示
唆
す
る
。
一
八
○
八
年
の
年
末
に
シ
ー
ラ
ー
ズ
近
郊
に
到
着
し
た
モ
ー
リ
ア
ら
は
、
五
〇
名
の
ヌ
ー
リ
ー

集
団
か
ら
成
る
騎
馬
隊
に
出
迎
え
ら
れ
た
が
【
ミ
ミ
ミ
ト
㊤
Σ
、
こ
の
事
実
も
そ
の
裏
付
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
八
世
紀
末
及
び
一
九
世
紀
初
め
に
イ
ラ
ン
を
訪
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
窯
巴
。
o
ぎ
は
、
シ
ャ
ー
が
三
千
か
ら
四
千
名
程
の
騎
兵
で
構
成
さ
れ

る
「
近
衛
兵
（
昌
団
巴
σ
q
舞
巳
ご
で
あ
る
「
ゴ
ラ
ー
ム
（
σ
q
げ
。
獲
讐
）
」
を
持
ち
、
王
子
た
ち
も
同
様
の
装
備
、
仕
事
を
持
つ
近
衛
兵
の
「
ゴ
ラ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ム
、
即
ち
私
的
護
衛
兵
の
小
集
団
（
帥
。
。
ヨ
ρ
＝
び
。
身
。
h
Ω
ぎ
ご
ヨ
ω
智
自
、
．
℃
Φ
旨
。
⇔
巴
α
・
轟
a
ω
・
、
ご
を
抱
え
て
い
た
と
記
す
。
そ
し
て
イ
ラ
ン
へ

の
軍
事
援
助
の
た
め
滞
在
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
U
目
。
ロ
く
籠
Φ
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
こ
の
シ
ャ
ー
の
近
衛
兵
に
も
、
．
○
ぴ
。
冨
日
。
。
、
”
と
．
．
○
び
。
一
9
巳
甲

8
0
無
き
σ
q
。
三
。
・
．
、
の
二
種
類
が
あ
り
、
と
も
に
騎
兵
で
あ
る
が
、
前
者
が
騎
兵
銃
〔
カ
ー
ビ
ン
銃
〕
（
O
即
同
曽
げ
一
嵩
O
）
、
ピ
ス
ト
ル
（
御
包
9
Φ
け
）
、
剣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
ω
帥
げ
お
）
で
武
装
し
て
い
た
の
に
対
し
後
者
は
火
縄
銃
〔
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
〕
（
ヨ
8
ρ
器
仲
）
を
持
っ
て
い
た
。
従
っ
て
ヌ
ー
り
1
集
団
と
は
、
、
．
8
臨
？

鵠
◎
p
o
訂
（
同
。
ξ
碧
σ
q
o
ぼ
ω
）
．
、
と
火
縄
銃
と
い
う
用
語
と
装
備
の
一
致
か
ら
、
シ
ャ
ー
の
、
、
○
げ
○
す
巳
甲
8
0
G
h
磐
σ
q
o
匡
ω
、
、
を
模
し
た
、
ホ
セ
で
ン

・
ア
リ
i
ニ
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
近
衛
兵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
て
近
衛
兵
集
団
を
率
い
て
来
た
ヌ
ー
リ
ー
家
の
人
々
は
、
地
方
政
庁
内
で
ど
の
よ
う
な
活
躍
を
し
た
だ
ろ
う
か
。
最
も
情
報
量
の
多
い
モ

ハ
ソ
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
動
向
を
中
心
に
調
べ
て
み
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
は
、
フ
ァ
ー
ル
ス
に

来
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
御
前
ゴ
ラ
～
ム
の
地
位
を
得
た
。
＝
一
二
三
／
一
八
○
八
年
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
や
モ
ー
リ
ア
ら
が
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
の
ブ

ー
シ
ェ
ヘ
ル
に
到
着
す
る
と
彼
は
諺
9
ヨ
9
1
同
製
鍵
に
任
命
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
の
身
分
も
御
前
ゴ
ラ
ー
ム
［
遷
押
8
。
。
］
、
又
は
特
別
御
前
ゴ

ラ
ー
ム
（
σ
q
げ
。
鼠
匿
品
覧
財
部
過
日
ρ
汁
6
菖
習
m
・
）
局
効
H
図
・
島
創
と
記
さ
れ
て
い
る
。
メ
フ
マ
ー
ン
ダ
ー
ル
と
は
、
外
国
使
節
な
ど
要
人
の
警

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

護
、
宿
泊
や
食
糧
の
調
達
な
ど
の
便
宜
を
図
る
役
職
で
あ
る
。
彼
は
メ
フ
マ
ー
ン
ダ
ー
ル
と
し
て
一
行
を
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
か
ら
先
導
し
【
㍉
§
爵

念
…
ミ
§
ミ
さ
心
・
。
・
①
ρ
④
響
一
〇
〇
】
、
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
…
か
ら
ジ
ョ
ー
ン
ズ
へ
の
贈
答
品
を
届
け
［
ミ
§
ミ
ト
謬
為
2
、
一
行
と

地
方
政
庁
と
の
間
の
連
絡
係
を
務
め
［
ミ
ミ
ミ
ひ
り
コ
、
一
行
の
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ー
・
・
ー
ル
ザ
ー
や
高
官
訪
問
に
同
行
し
［
ミ
ミ
ミ
び
一
〇
メ

は
一
ζ
§
舞
ゆ
・
。
・
嵩
㊤
】
、
自
ら
も
宴
に
招
待
し
た
竃
ミ
ミ
ト
H
一
。
。
】
。
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ザ
キ
i
・
ハ
ー
ン
は
こ
の
フ
ァ
ー
ル
ス
で
の
メ
フ
マ
ー
ン

ダ
ー
ル
に
、
＝
一
二
五
／
一
八
一
〇
年
に
マ
ル
コ
ム
一
行
が
来
た
時
『
≧
H
為
O
ω
】
、
一
二
二
六
／
一
八
一
一
年
に
ウ
ー
ズ
リ
ー
ら
が
来
た
時
に

も
任
命
さ
れ
た
。
以
後
し
ば
ら
く
情
報
は
途
絶
え
る
が
、
そ
の
間
に
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
…
・
ハ
ー
ン
は
政
庁
内
で
力
を
増
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
側
の
史
料
に
拠
れ
ば
、
　
一
八
一
七
年
末
現
在
、
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ニ
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
製
缶
ゆ
黒
の
イ
マ
ー
ム
と
共
に

ω
ρ
廿
鑓
出
田
を
攻
め
る
た
め
シ
ー
ラ
ー
ズ
を
空
け
て
お
り
、
こ
の
遠
征
で
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
は
フ
ァ
ー
ル
ス
軍
の
指
揮
官
（
ω
㊤
村
α
鋤
H
）

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
し
て
登
場
す
る
。
翌
年
三
月
ま
で
に
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
帰
還
し
た
が
、
間
も
な
く
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ザ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

1
・
ハ
ー
ン
は
蜜
。
σ
q
葛
遠
征
に
派
遣
さ
れ
た
。
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
か
ら
、
今
回
も
彼
は
フ
ァ
ー
ル
ス
軍
の
指
揮
官
（
ω
母
薮
巴
）
で
、
ヌ
ー
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

銃
兵
が
戦
闘
に
参
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
年
半
か
ら
三
年
半
後
、
彼
は
地
方
政
庁
内
で
知
事
に
次
ぐ
地
位
で
あ
る
く
震
動
に
就

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

任
、
フ
ァ
ー
ル
ス
か
ら
追
わ
れ
る
ま
で
〔
次
章
第
三
節
参
照
〕
数
年
間
在
職
し
た
。
な
お
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
以
外
で
は
、
シ
ョ
ク

ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
が
一
八
二
七
年
の
初
め
、
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
知
事
に
な
っ
た
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
王
子
Z
口
ω
三
婆
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

嵐
ぜ
N
鋤
の
ワ
ジ
ー
ル
に
任
命
さ
れ
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
息
子
竃
犀
N
四
緊
僧
、
同
ヨ
が
課
税
台
帳
の
監
査
〔
？
〕
（
ヨ
魯
舘
9
9
ー
マ
Φ
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α
㊤
津
巴
）
に
携
わ
っ
た
［
箋
H
H
・
雪
。
。
］
。
こ
の
よ
う
に
フ
ァ
ー
ル
ス
の
ヌ
ー
リ
ー
家
の
中
心
的
人
物
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
は
、
近

衛
兵
の
実
質
的
リ
ー
ダ
ー
か
ら
出
発
し
、
地
方
政
庁
内
で
の
地
位
を
昇
り
詰
め
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
i
・
ハ
ー
ン
が
地
方
政
庁
内
で
有
し
た
影
響
力
を
検
討
す
る
。
沁
物
に
拠
る
と
彼
は
ワ
ジ
ー
ル
就
任
以
前
か
ら
「
宮

廷
（
幽
母
げ
9
1
H
）
の
ワ
ジ
ー
ル
た
ち
さ
え
、
そ
の
仕
事
に
お
い
て
彼
の
好
意
（
富
ρ
ρ
昌
。
げ
）
を
気
遣
い
、
彼
の
意
向
（
昌
鋒
①
ヤ
Φ
基
く
翠
）
に
反
し

た
言
動
は
で
き
な
か
っ
た
。
」
［
H
〆
謡
ご
遷
に
も
「
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
の
ワ
ジ
ー
ル
た
ち
の
任
免
権
を
掌
中
に
握
っ
て
い
る
よ
う
な
、
政
府

宮
殿
（
自
鴛
σ
Q
鈎
7
Φ
h
麟
§
冒
h
母
B
餅
、
圃
）
の
側
近
（
臼
。
ρ
ρ
旨
魯
）
に
な
っ
て
、
去
る
数
年
の
問
に
、
短
い
期
間
で
ワ
ジ
ー
ル
を
解
任
し
別
の
人
を
就

任
さ
せ
た
程
で
あ
っ
た
」
門
押
置
O
】
と
記
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
一
八
○
八
年
末
か
ら
翌

年
に
か
け
て
フ
ァ
ー
ル
ス
を
旅
し
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
「
地
位
の
あ
る
貴
人
（
ρ
⇔
O
び
一
〇
ヨ
㊤
挿
　
O
h
　
鴎
㊤
⇒
犀
）
」
q
。
ミ
甜
奮
と
記
し
、
メ
フ
マ
！
ン
ダ

ー
ル
で
あ
る
彼
が
一
行
に
接
近
す
る
と
、
護
衛
の
騎
兵
と
一
行
の
全
て
の
σ
q
Φ
馨
δ
ヨ
Φ
口
に
出
迎
え
に
行
か
せ
た
［
、
§
自
門
H
。
　
一
行
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
た
モ
ー
リ
ア
も
盛
装
し
た
護
衛
、
大
勢
の
ペ
ル
シ
ア
人
と
共
に
彼
を
出
迎
え
た
驚
ミ
ミ
が
①
Φ
］
。
　
一
八
一
一
年
に
訪
れ
た
ウ
ー
ズ
リ
ー
も

「
高
位
の
貴
人
（
勲
ぎ
巨
①
ヨ
器
9
匿
σ
q
げ
詠
口
け
）
」
［
o
N
§
ε
H
』
㎝
Σ
と
記
し
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
滞
在
中
に
「
町
の
数
人
の
有
力
者
（
。
。
。
日
Φ
σ
Q
3
鉢

臣
霧
。
h
爵
①
。
犀
図
）
を
儀
礼
的
に
訪
問
」
し
た
が
、
そ
の
一
入
が
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
で
あ
っ
た
［
9
§
ξ
H
H
・
お
ト
。
山
㊤
ω
］
。
こ
の

訪
問
の
後
シ
ー
ラ
ー
ズ
で
は
、
当
時
の
ワ
ジ
ー
ル
が
穀
物
を
独
占
し
価
格
高
騰
を
招
い
た
た
め
暴
動
が
発
生
、
住
民
は
宮
廷
前
に
押
し
か
け
た
。

こ
の
時
群
衆
を
鎮
め
る
た
め
に
姿
を
現
し
た
の
が
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
i
・
ハ
ー
ン
で
あ
っ
た
【
o
§
ミ
爵
H
H
・
b
。
8
占
δ
い
ミ
ミ
ミ
N
弘
O
・
。
占
O
ω
］
。

ま
た
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
の
国
①
ω
置
Φ
馨
と
の
交
渉
に
あ
た
る
の
は
通
常
ワ
ジ
ー
ル
だ
が
、
一
八
一
九
年
一
〇
月
二
五
日
付
け
の
文
書
に
拠
れ
ば
、

ワ
ジ
ー
ル
就
任
前
の
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
が
そ
れ
を
行
っ
て
お
り
、
ワ
ジ
ー
ル
を
凌
駕
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に

モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
は
ワ
ジ
ー
ル
就
任
以
前
か
ら
政
治
的
に
有
力
で
あ
っ
た
。
で
は
ワ
ジ
ー
ル
就
任
後
は
ど
う
か
。
イ
ギ
リ
ス
菓

イ
ン
ド
会
社
派
遣
の
使
節
に
同
行
し
た
男
謎
ω
興
は
一
八
一
二
年
の
記
述
で
、
彼
は
「
実
際
に
は
フ
ァ
ー
ル
ス
の
支
配
者
（
普
①
羅
｝
ぎ
σ
q
智
芝
自

。
h
国
錠
の
）
で
あ
っ
た
」
［
ミ
翁
ミ
・
H
O
島
と
記
し
、
シ
ャ
ー
の
娘
婿
で
あ
る
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
族
の
者
が
彼
の
地
位
を
狙
っ
て
画
策
し
た
噂
ロ
O
b
。
］
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フ
レ
イ
ザ
i
一
行
の
メ
フ
マ
ー
ン
ダ
ー
ル
が
そ
の
地
位
の
獲
得
の
た
め
彼
に
二
百
ト
マ
ソ
渡
し
た
事
実
を
伝
え
て
お
り
［
δ
2
、
彼
の
地
位
は

多
大
の
利
益
と
人
箏
へ
の
影
響
力
を
伴
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
で
は
モ
ハ
ン
”
、
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
昇
進
、
権
力
の
獲
得
は
な
ぜ
可
能
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
一
因
は
ホ
セ
イ
ソ
・
ア
リ
i
ニ
ミ
ー
ル
ザ

ー
と
の
関
係
に
あ
る
。
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
は
近
衛
兵
を
率
い
る
御
前
ゴ
ラ
ー
ム
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
i

・
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
に
極
め
て
近
い
立
場
に
い
た
が
、
肉
離
に
拠
れ
ば
ワ
ジ
ー
ル
就
任
前
、
既
に
「
王
子
の
も
と
で
完
全
な
信
用
を
得
て
、
仲
間
た

ち
（
㊤
ρ
H
㊤
二
づ
）
に
妬
ま
れ
、
イ
ラ
ン
で
有
名
に
な
っ
た
。
」
口
×
』
一
ご
　
一
方
イ
ギ
リ
ス
人
の
旅
行
者
は
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
立
場
を
寵
臣
と
い
う

語
で
表
現
す
る
。
例
え
ば
一
八
○
八
年
か
ら
の
旅
の
記
録
で
、
モ
ー
リ
ア
は
彼
を
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ー
・
・
ー
ル
ザ
ー
の
「
大
寵
臣
（
㊤
σ
q
器
簿

富
く
。
霞
一
驚
」
〔
ミ
ミ
凡
ミ
ト
童
と
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
「
王
子
の
寵
臣
（
h
曽
～
「
O
円
一
け
Φ
　
O
h
　
伸
ゲ
Φ
　
℃
同
一
コ
O
O
）
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
後
者
が
ホ
セ
イ
ソ
・

ア
リ
！
ニ
ミ
ー
ル
ザ
ー
に
謁
見
し
た
時
、
そ
の
そ
ぼ
に
立
っ
て
い
た
の
は
三
人
の
寵
臣
、
即
ち
グ
ル
ジ
ア
人
国
ロ
ω
0
9
じ
ご
Φ
σ
q
〔
く
9
。
｛
ω
①
α
q
〕
、

当
時
の
ワ
ジ
ー
ル
の
息
子
、
そ
し
て
メ
フ
マ
！
ン
ダ
ー
ル
の
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
で
あ
っ
た
q
§
搾
お
2
。
モ
ー
リ
ア
は
一
八

一
一
年
の
旅
行
記
で
も
「
フ
ァ
ー
ル
ス
知
事
で
あ
る
王
子
の
寵
臣
（
h
㊤
～
－
O
口
同
一
沖
①
）
」
［
ミ
ミ
ミ
N
・
心
2
と
書
い
て
い
る
。
さ
て
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ

ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
と
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
な
い
し
ヌ
ー
リ
ー
家
と
の
密
接
な
関
係
は
、
彼
の
ワ
ジ
ー
ル
就
任
後
、
両
者
が
婚
姻
関

係
で
結
ぼ
れ
一
層
明
白
に
な
る
。
ま
ず
一
二
四
〇
／
一
八
二
四
一
五
年
か
翌
年
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
は
、
父
母
共
に
ホ
セ
イ
ン
・

ア
リ
i
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
と
同
じ
、
　
つ
ま
り
父
親
に
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
、
母
親
に
b
U
9
・
紆
冒
げ
9
1
昌
囚
げ
似
8
ヨ
を
持
つ
Q
Q
①
嘗
Φ
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ヒ
d
①
σ
q
凶
日
下
げ
9
0
ヨ
麟
ρ
二
見
9
日
巴
1
ω
9
暦
9
と
結
婚
し
た
。
続
い
て
＝
一
四
二
／
一
八
二
六
一
七
年
、
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
が
ホ
セ

イ
ン
・
ア
リ
ー
ニ
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
娘
と
結
婚
し
た
【
達
H
・
設
O
出
口
・
箋
O
…
霜
効
H
×
・
刈
ミ
気
H
。
。
］
。
　
フ
レ
イ
ザ
ー
は
「
王
子
」
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ

ー
・
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
と
「
大
臣
」
〔
ワ
ジ
ー
ル
〕
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
と
の
関
係
を
こ
う
記
す
。

　
　
王
子
は
軟
弱
で
だ
ら
し
の
な
い
性
格
の
人
物
（
ρ
需
誘
。
づ
o
h
毛
①
p
評
㊤
＆
α
¢
げ
碧
畠
。
α
畠
震
ρ
簿
震
）
で
、
支
配
に
は
向
い
て
い
な
か
っ
た
。
大
臣
は

　
　
自
分
の
手
で
政
治
を
牛
耳
れ
る
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
王
子
の
不
節
制
を
黙
認
し
、
助
長
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
［
等
§
ミ
噂
同
O
b
。
一
。
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本
節
で
は
ヌ
ー
リ
ー
家
の
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
政
庁
内
で
の
地
位
、
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ニ
ミ
ー
ル
ザ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

フ
ァ
ー
ル
ス
の
ヌ
ー
リ
ー
家
の
中
心
的
人
物
は
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
で
、
近
衛
兵
集
団
を
率
い
る
側
近
・
寵
臣
で
あ
る
彼
は
、
こ

の
立
場
を
背
景
に
ワ
ジ
ー
ル
を
も
凌
ぎ
、
つ
い
に
自
ら
ワ
ジ
ー
ル
の
地
位
に
就
い
た
。
そ
し
て
ヌ
ー
リ
一
家
は
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
、
ミ
ー
ル

ザ
！
と
婚
姻
で
結
び
付
く
一
方
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
は
彼
を
意
の
ま
ま
に
操
り
、
実
質
的
な
フ
ァ
ー
ル
ス
の
支
配
者
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
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偶
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
と
中
央
政
界

　
前
節
で
は
ヌ
ー
リ
i
家
、
特
に
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
フ
ァ
！
ル
ス
地
方
政
庁
で
の
動
向
を
検
討
し
た
が
、
本
節
で
は
彼
の
立

場
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
彼
と
中
央
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。
な
お
フ
ァ
ー
ル
ス
で
活
躍
し
た
他
の
ヌ
ー
リ
ー
家
の
人
々
に
つ
い
て
も

考
察
す
べ
き
で
あ
る
が
、
史
料
上
の
制
約
か
ら
、
本
節
で
の
考
察
対
象
は
彼
に
限
ら
れ
る
。

　
次
章
で
詳
述
す
る
が
、
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
は
ワ
ジ
ー
ル
に
数
年
間
在
任
し
た
後
フ
ァ
…
ル
ス
を
追
わ
れ
た
。
そ
し
て
テ
ヘ
ラ

ー
ン
へ
赴
き
、
シ
ャ
ー
の
特
別
御
前
ゴ
ラ
ー
ム
（
σ
q
げ
。
団
白
霊
迎
。
・
三
島
①
α
旨
曽
汁
昂
露
呈
。
①
）
、
つ
ま
り
側
近
の
一
人
に
列
せ
ら
れ
た
葛
効
H
×
為
卜
。
銀
。

だ
が
モ
ー
リ
ア
は
、
既
に
フ
ァ
ー
ル
ス
の
ワ
ジ
ー
ル
に
就
任
す
る
一
〇
年
余
り
前
、
彼
が
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
…
ル
ザ
ー
と
「
テ
ヘ
ラ
ー

ン
宮
廷
」
双
方
に
と
り
「
大
寵
臣
（
p
σ
・
お
暮
蜜
ぎ
琶
ぎ
）
し
で
あ
る
と
記
し
【
ミ
ミ
§
ト
登
、
フ
ァ
ー
ル
ス
滞
在
中
か
ら
シ
ャ
ー
に
信
任
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ザ
キ
i
．
・
ハ
ー
ン
は
フ
ァ
ー
ル
ス
で
は
ワ
ジ
ー
ル
に
ま
で
昇
進
し
た
。
こ
の
ワ
ジ
ー
ル
と
い
う
地
位
は
、
本
来
シ
ャ
…
に
代

わ
り
知
事
を
監
視
し
、
地
方
か
ら
中
央
へ
の
確
実
な
税
の
納
入
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
〔
本
章
註
⑳
〕
。
こ
こ
で
ワ
ジ
ー
ル
と
し
て
の
モ
ハ

ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
と
中
央
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
。
フ
ァ
ー
ル
ス
を
去
り
テ
ヘ
ラ
；
ン
で
特
別
御
前
ゴ
ラ
～
ム
と
な
っ
た
彼
は
、

フ
ァ
ー
ル
ス
か
ら
テ
ヘ
ラ
ー
ン
へ
の
税
の
納
入
の
混
乱
を
報
告
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
、
シ
ャ
ー
に
フ
ァ
ー
ル
ス
行
幸
を
勧
め
た
門
遷
H
・



鳶
？
鳶
ご
。
こ
の
行
幸
は
＝
一
四
五
／
一
八
二
九
i
三
〇
年
に
実
行
さ
れ
た
が
［
毫
H
為
命
も
お
…
謁
動
同
日
噂
正
日
－
鵡
9
、
そ
れ
以
前
に
彼
自
身
が
、

シ
ャ
ー
に
再
度
フ
ァ
ー
ル
ス
の
ワ
ジ
ー
ル
及
び
指
揮
官
に
任
命
さ
れ
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
、
彼
は
フ
ァ
…
ル
ス
の
遊
牧
部
族
に
妨
害
さ

れ
、
シ
ー
ラ
；
ズ
ま
で
行
け
ず
に
引
き
返
し
た
が
罵
効
×
為
戯
、
そ
の
任
務
は
フ
ァ
ー
ル
ス
か
ら
テ
ヘ
ラ
ー
ン
へ
税
を
納
入
さ
せ
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
＝
一
四
五
／
一
八
二
九
年
、
彼
は
今
度
は
囚
門
崎
9
知
事
の
も
と
で
の
ワ
ジ
ー
ル
に
任
じ
ら
れ
る
が
皇
臣
困
×
・

鳶
凹
、
間
も
な
く
病
没
し
た
。
以
上
の
事
実
か
ら
、
彼
は
中
央
の
利
益
の
代
弁
者
で
あ
り
、
ホ
セ
イ
ソ
・
ア
リ
ー
ー
ミ
ー
ル
ザ
ー
と
い
う
特
定

の
王
子
と
の
結
び
付
き
以
上
に
中
央
と
の
結
び
付
き
が
強
く
、
中
央
に
と
っ
て
ワ
ジ
ー
ル
本
来
の
機
能
を
果
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ヌーリ一家とカーージャール朝初期のファールス地方（長谷川）

　
こ
こ
で
本
章
全
体
の
考
察
を
総
合
し
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
政
治
的
立
場
を
考
え
て
み
る
。
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
！
・
ミ
ー
ル

ザ
ー
と
共
に
フ
ァ
ー
ル
ス
へ
来
る
以
前
の
彼
の
活
動
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
要
職
に
就
い
て
い
た
形
跡
も
な
い
。
し
か
し
フ
ァ
ー
ル
ス
滞
在
中
、

追
放
後
を
通
し
て
シ
ャ
ー
に
信
任
さ
れ
て
い
た
。
フ
ァ
ー
ル
ス
か
ら
中
央
へ
の
税
の
納
入
の
混
乱
と
は
、
ワ
ジ
ー
ル
で
あ
る
彼
の
失
政
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
彼
は
中
央
で
の
信
用
を
失
わ
ず
、
再
び
フ
ァ
ー
ル
ス
統
治
の
任
務
に
起
用
さ
れ
、
こ
の
任
務
の
遂
行
に
失
敗
す
る
と
、
今

度
は
ケ
ル
マ
ー
ン
の
ワ
ジ
ー
ル
に
任
命
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
活
動
の
背
景
に
は
、
中
央
で
築
か
れ
て
い
る
確
固
と
し
た
信
用
が
認
め
ら

れ
る
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て
築
か
れ
た
の
か
。
こ
こ
で
我
々
は
ア
サ
ド
ヅ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
の
、
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
時
代
か
ら
の
中
央
政

界
で
の
活
躍
を
思
い
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
サ
ド
ッ
ラ
…
・
ハ
ー
ン
の
中
央
で
の
動
き
と
、
ヌ
ー
リ
ー
家
の
フ
ァ
ー
ル
ス
で
の
そ
れ
と
が

連
動
し
た
具
体
的
事
例
は
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
i
・
ハ
ー
ン
の
フ
ァ
ー
ル
ス
で
の
活
躍
期
は
、
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ

ー
ン
が
軍
の
財
務
担
当
の
高
官
あ
る
い
は
長
官
と
し
て
活
躍
し
た
時
期
に
当
た
る
。
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
…
ン
ら
ヌ
ー
リ
ー
家
の
人
々

は
、
ア
サ
ド
ヅ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
が
中
央
で
築
い
た
信
用
を
背
景
に
、
近
衛
兵
集
団
を
率
い
て
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ニ
ミ
ー
ル
ザ
ー
に
同
行
す
る

よ
う
命
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
は
王
子
の
側
近
と
い
う
立
場
を
基
点
に
地
方
政
庁
内
で
昇
進
し
、

「
軟
弱
で
だ
ら
し
の
な
い
」
王
子
を
差
し
置
き
、
中
央
の
利
益
の
代
弁
者
と
し
て
の
任
務
に
励
ん
だ
の
で
あ
る
。
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①
　
ヌ
ー
ル
は
カ
ス
ピ
海
沿
岸
部
で
は
東
の
回
ヨ
。
｝
、
西
の
ズ
。
旨
『
地
方
に
挾
ま

　
れ
、
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
で
は
コ
ジ
ュ
ー
ル
と
共
に
2
母
毒
顕
。
葱
円
と
い
う
表

　
現
で
出
る
こ
と
も
多
い
。
葡
＆
旨
。
に
拠
れ
ば
、
ヌ
ー
ル
は
一
三
の
地
域
に
分
か

　
れ
て
い
た
【
認
】
。
一
方
〉
α
㊤
旨
。
。
同
竃
O
に
拠
れ
ば
、
ヌ
ー
ル
は
大
き
く
三
つ
、

　
細
か
く
一
四
に
分
か
れ
て
い
た
［
お
昌
。
手
書
に
拠
る
と
ヌ
ー
ル
の
バ
ラ
デ
は
北

　
緯
三
六
度
＝
二
分
、
東
経
五
一
度
四
八
分
に
あ
り
写
母
ヨ
。
。
一
二
◎
。
。
q
冒
需
＆
帖
§

　
の
付
属
地
図
の
バ
ラ
デ
も
こ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
、
葡
＆
§
o
は
岡

　
崎
正
孝
氏
の
御
厚
意
に
よ
り
、
そ
の
蔵
書
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

②
　
小
牧
昌
平
氏
の
次
の
論
文
で
も
、
ヌ
ー
ル
征
服
の
年
代
は
不
明
と
ざ
れ
て
い
る
。

　
「
ホ
セ
イ
ン
・
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
の
叛
乱
一
七
六
九
一
一
七
七
七
l
ー
カ
ー
ジ
ャ

　
ー
ル
朝
成
立
前
史
に
つ
い
て
の
一
考
察
1
」
『
オ
リ
エ
ン
ト
』
第
三
一
巻
第
一
号

　
（
一
九
八
八
）
四
六
。
コ
八
世
紀
宋
イ
ラ
ン
の
諸
群
雄
ー
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
前

　
史
の
基
礎
デ
ー
タ
ー
1
」
『
上
智
ア
ジ
ア
学
』
第
八
号
（
一
九
九
〇
）
八
二
。

③
　
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
弟
渇
①
α
倒
O
o
嵩
穴
穿
圃
嵩
が
離
反
し
、
や
は
り
彼

　
の
弟
で
、
そ
の
右
腕
で
あ
る
冒
、
一
事
O
o
甥
穴
団
嵩
と
、
ヌ
ー
ル
及
び
コ
ジ
ュ
ー

　
ル
付
近
で
戦
っ
た
。
ヌ
；
ル
の
人
々
は
前
者
側
と
し
て
参
戦
し
て
敗
れ
、
ヌ
ー
ル

　
及
び
コ
ジ
ュ
ー
ル
は
ジ
ャ
ア
フ
ァ
ル
・
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
に
征
服
さ
れ
た
門
勘
動

　
同
×
・
一
S
占
お
一
瞥
昌
H
・
一
ω
。
。
。
。
…
↓
蛍
。
。
b
。
7
。
。
躯
乱
。
同
地
方
の
有
力
者
は
ア

　
！
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
も
と
へ
赴
き
、
そ
の
地
で
政
治
的
地
位
を
有
し
て
い
た

　
鋳
た
ち
は
賜
衣
を
与
え
ら
れ
た
［
肉
動
囲
×
㌧
に
鋭
。
N
ミ
は
小
牧
昌
平
氏
が

　
切
置
け
貯
げ
＝
σ
愈
愈
か
ら
取
り
寄
せ
ら
れ
た
も
の
を
利
周
ざ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

④
＝
一
〇
ご
／
一
七
八
七
一
一
七
八
八
年
、
ア
；
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
従
者

　
（
ヨ
。
衝
N
o
ヨ
）
の
じ
⇒
訓
ρ
曾
o
D
o
＃
亀
卜
。
署
口
嵩
な
る
人
物
が
、
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ソ

　
マ
ド
の
も
と
か
ら
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
へ
逃
亡
し
、
彼
の
も
と
に
反
乱
者
が
集
結

　
し
た
が
、
す
ぐ
鎮
圧
さ
れ
た
［
電
動
剛
×
陶
鎗
ご
思
Φ
Q
。
㌣
逡
島
。

⑤
ヌ
ー
リ
ー
家
の
祖
先
は
シ
ー
ア
派
の
＝
一
イ
マ
ー
ム
派
に
お
け
る
第
八
代
イ
マ

　
ー
ム
の
弟
子
（
ヨ
。
昌
α
）
で
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
i
・
ハ
ー
ン
や
〉
ω
p
O
≧
団
『

　
囚
語
口
の
曾
租
父
は
財
を
築
き
、
閃
。
ω
雷
ヨ
ニ
母
〔
本
章
註
⑦
参
照
〕
、
　
マ
ー
ザ
ン

　
ダ
ラ
ー
ン
、
O
M
憲
鵠
の
有
力
者
と
な
り
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
q
Q
箇
び
．
〉
σ
ぴ
習

　
二
世
に
厚
遇
さ
れ
、
息
子
や
孫
た
ち
も
ロ
ス
タ
ム
ダ
ー
ル
を
統
治
し
た
り
、
サ
フ

　
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
や
署
9
1
α
巴
。
っ
び
9
1
7
に
人
材
を
提
供
し
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑥
　
、
≧
に
拠
れ
ば
、
彼
は
ア
ー
ガ
ー
・
ユ
、
ハ
ソ
マ
ド
に
仕
え
「
相
応
の
敬
意

　
（
。
．
8
σ
9
1
7
①
信
望
£
）
を
受
け
て
暮
し
、
信
任
と
信
用
の
あ
る
地
位
（
諺
昌
9
甲
。

　
＜
o
夢
野
ρ
＜
ρ
①
．
富
旨
側
α
）
に
就
き
、
恩
顧
の
対
象
（
旨
。
講
①
阜
。
．
o
コ
9
1
唄
騨
昏
創
）
に

　
な
っ
た
。
」
［
H
ど
り
誤
｝
倶
し
具
体
的
な
役
職
名
は
毫
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

⑦
U
。
o
っ
曽
ρ
ロ
σ
q
o
は
巨
ス
タ
ム
ダ
ー
ル
は
o
Q
薮
讐
山
河
の
上
流
に
広
が
る
地
方
で

　
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
が
［
O
・
U
①
ω
¢
磐
σ
q
ρ
§
馬
卜
§
§
澱
寒
詮
ミ
謡

　
O
ミ
曽
遵
ミ
0
器
箕
・
ン
。
貫
く
。
『
ぎ
一
㊤
圃
◎
ω
日
出
、
そ
の
語
の
指
す
範
囲
は
時
と
共

　
に
変
化
し
た
。
そ
の
変
遷
は
肉
＆
帖
ぎ
を
参
照
。
同
書
に
拠
れ
ば
、
ロ
ス
タ
ム
ダ

　
ー
ル
と
は
最
終
的
に
、
西
境
を
醤
9
。
斎
6
ω
蘇
ρ
地
方
と
↓
§
。
弼
ぴ
8
地
方
と

　
の
境
界
で
あ
る
完
帥
誤
算
讐
急
亀
河
と
し
、
南
北
を
ア
ル
ボ
ル
ズ
山
脈
の
分
水
嶺

　
と
カ
ス
ピ
海
に
囲
ま
れ
た
地
域
に
な
っ
た
冒
①
］
。
こ
れ
に
従
う
と
ロ
ス
タ
ム
ダ
ー

　
ル
と
は
カ
ラ
ー
ル
ロ
ス
タ
ー
ク
、
コ
ジ
ュ
ー
ル
、
ヌ
ー
ル
の
三
地
方
を
合
わ
せ
た

　
地
域
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
肉
動
や
物
≧
で
は
ヌ
ー
ル
と
コ
ジ
ュ
ー
ル

　
を
合
わ
せ
た
地
域
を
ロ
ス
タ
ム
ダ
ー
ル
と
言
っ
て
い
る
［
例
え
ば
陶
物
H
×
”
一
Q
。
ご

　
句
≧
目
．
爲
◎
Q
一
。

⑧
舎
密
に
拠
れ
ば
、
彼
は
ザ
ン
ド
朝
の
英
主
筑
帥
嵩
寒
菅
剛
感
”
の
没
後
問
噸
貯
ぴ
9
1
昌

　
を
中
心
に
覇
を
唱
え
た
、
〉
爵
蜜
。
鼠
ユ
囚
団
〒
。
N
雪
α
の
命
令
に
よ
り
、
同
地

　
で
人
質
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
が
、
ア
リ
ー
・
モ
ラ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
の
死
後
、

　
〉
ω
欝
扇
び
薮
に
来
て
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
冨
6
。
7
犀
碧
μ
o
＜
同
ω
に
な
っ
た

　
［
×
㌧
ω
0
昌
。
　
ア
リ
ー
・
モ
ラ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
の
死
は
沁
動
で
は
一
一
九
入
年
と

　
さ
れ
て
い
る
が
冒
X
M
一
。
。
り
］
、
前
後
の
関
係
よ
り
一
一
九
九
年
の
誤
り
で
あ
る
と

　
考
え
ら
れ
る
。
、
≧
で
も
一
一
九
九
年
で
あ
る
［
拶
①
。
。
O
一
。
こ
れ
に
対
し
≧
円
に

　
拠
れ
ば
、
一
一
九
八
／
一
七
八
三
－
四
年
の
ザ
ソ
ド
朝
曇
の
マ
ー
ザ
ソ
ダ
ラ
ー
ン
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進
攻
後
、
「
兵
士
た
ち
の
手
綱
（
N
。
ヨ
似
ヨ
ゐ
冨
ω
鐸
二
。
嵩
愚
コ
）
」
を
任
せ
る
た
め
、

　
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
は
彼
を
く
9
N
冒
－
o
冨
。
・
経
緯
『
の
地
位
に
就
け
て
賜
㎝
衣
を

与
え
、
彼
の
進
言
に
よ
っ
て
ア
ス
タ
ラ
ー
バ
ー
ド
付
近
か
ら
マ
ー
ザ
ソ
ダ
ラ
ー
ソ

　
へ
進
み
、
ア
リ
i
・
モ
ラ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
が
派
遣
し
た
軍
を
破
る
。
そ
の
後
間
も

な
く
ア
リ
ー
・
モ
ラ
ー
ド
・
ハ
；
ン
は
病
没
し
た
［
H
魑
参
ム
。
。
一
。
ま
た
切
魁
ヨ
O
践

一
ω
①
。
。
に
拠
れ
ば
、
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
は
キ
ャ
リ
ー
ム
・
ハ
ー
ン
没
後
間
も

無
い
一
一
九
四
／
一
七
八
O
年
に
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
が
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ

　
ー
ン
に
来
た
時
、
彼
σ
Q
び
。
扇
ヨ
ロ
。
〈
留
に
な
り
、
後
に
冨
q
・
高
論
ヨ
。
嵩
ω
に
な
つ

　
た
［
H
、
撮
。
。
】
。
岡
宅
も
彼
は
当
初
σ
q
ぎ
扇
ヨ
コ
①
＜
冒
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
が
、
ア

　
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
に
仕
え
始
め
た
時
期
に
は
触
れ
て
い
な
い
窟
、
㊤
8
回
。
但

　
し
之
↓
の
上
述
の
箇
所
は
不
自
然
に
詳
し
い
。
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
i
・
シ
ャ
ー

　
は
一
望
ニ
一
／
一
八
〇
六
年
行
政
組
織
整
備
を
試
み
た
。
≧
独
に
拠
れ
ば
、
こ
の

　
時
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
は
く
混
同
7
①
冨
。
。
ゴ
犀
胃
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
な
つ

　
て
い
る
が
黒
髭
ご
、
実
際
に
は
別
の
人
物
が
任
命
さ
れ
た
［
沁
燭
H
×
添
一
ご
ミ
≧

　
凝
鰹
鼠
。
。
O
…
笥
≧
目
、
①
爲
嗣
。
≧
憎
で
ア
サ
ド
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
が
偏
重
さ
れ
て
い

　
る
の
は
、
こ
の
書
物
が
著
さ
れ
た
頃
、
彼
の
子
器
9
繋
〉
＝
鋤
7
内
囲
扇
島
が
宰
相
で

　
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
動
↓
の
著
者
に
も
指
摘
ざ
れ
て
い
る
霧
円

　
α
凹
。
一
二
一
＝
／
一
八
〇
六
年
の
行
政
組
織
整
備
に
つ
い
て
は
じ
q
卑
ド
げ
霧
び
一
竃
ど

　
に
P
匂
ご
鉾
げ
器
ぴ
這
。
。
伊
蒔
象
じ
帥
旨
黛
。
鵠
一
〇
刈
9
膳
G
。
メ
こ
の
整
備
も
含
め
カ
ー
ジ

　
ヤ
ー
ル
朝
初
期
の
行
政
に
関
す
る
概
論
に
題
。
器
象
浮
お
母
が
あ
る
。

⑨
ア
ー
ガ
！
・
モ
ハ
ン
マ
ド
は
政
務
の
多
く
を
自
分
で
行
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

　
が
、
軍
事
活
動
と
征
服
地
の
拡
大
に
伴
い
、
税
務
や
軍
事
関
係
の
財
務
の
重
要
性

　
は
急
速
に
増
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ア
ス
タ
ラ
ー
バ
ー
ド
で
前
者
の
た
め

　
に
竃
一
嵩
餌
国
ω
ヨ
9
・
認
を
、
　
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
で
後
者
の
た
め
に
ア
サ
ド
ッ
ラ

　
一
・
ハ
ー
ン
を
採
用
し
た
。
そ
の
後
フ
ァ
ー
ル
ス
で
畑
9
1
旨
国
営
讐
冒
を
登
用

　
し
た
以
外
に
行
政
ス
タ
ッ
フ
を
拡
大
し
な
か
っ
た
［
ロ
σ
帥
匹
蜀
魯
一
㊤
謡
㌧
お
9

　
竃
。
8
島
二
二
竃
一
ふ
。
。
］
。
向
↓
で
は
ア
サ
ド
ヅ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
は
側
近
達
（
ズ
7
㊤
〈
餅
し
D
o
◎
）

　
の
一
入
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
ぶ
①
】
。
彼
は
行
政
組
織
を
持
た
な
い
ア
ー
ガ
ー

　
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
私
的
性
格
の
強
い
部
下
と
し
て
、
軍
審
関
係
の
財
務
を
処
理
し

　
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
尚
、
史
料
に
は
書
記
（
営
0
5
ω
げ
圃
餌
一
馬
旨
P
薬
餌
一
①
訂
）
の
㌶
胃
N
餌

　
驚
①
3
ρ
o
財
峯
旨
〒
o
緊
ρ
く
似
”
同
と
い
う
人
物
も
登
場
す
る
が
、
ア
ー
ガ
ー
・
モ

　
ハ
ソ
マ
ド
は
文
書
を
ほ
と
ん
ど
使
用
し
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
門
し
σ
巴
島
器
7

　
一
〇
刈
ピ
H
G
。
㊤
］
。
レ
ザ
ー
・
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
は
＝
ご
二
／
一
八
○
穴
年
、
文
書

　
長
官
（
く
9
N
同
八
一
O
　
“
回
く
似
昌
一
O
　
O
口
脇
び
倒
）
に
就
任
し
た
が
、
そ
れ
以
前
の
活
躍
は
主
と

　
し
て
征
服
地
の
財
産
没
収
で
あ
る
［
笥
向
自
〆
▼
鱒
ω
◎
。
甲
§
胃
押
窓
嵩
脚
竈
餅

　
①
q
嚇
≧
↓
餌
α
り
…
↓
ミ
一
〇
↓
σ
－
一
〇
。
。
2
以
上
一
二
〇
五
／
一
七
九
〇
一
一
七
九
一

　
年
、
沁
口
固
憶
い
認
ご
≧
↓
押
㊤
u
り
以
上
一
二
＝
二
／
一
七
九
入
一
一
七
九
九
年
〕
。

⑩
　
沁
萌
回
×
、
鶏
ρ
0
。
。
O
．
ラ
シ
ュ
カ
ル
ネ
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
シ
！
に
な
っ
た
時
期
は
不

　
明
。
そ
の
時
期
を
一
二
四
五
／
一
八
二
九
一
一
八
三
〇
年
と
す
る
ミ
≧
の
記
述

　
［
鍛
ド
お
O
O
嗣
は
、
降
路
の
こ
の
箇
所
よ
り
信
愚
性
が
疑
わ
れ
る
。
霜
向
の
こ
の
部

　
分
に
対
応
す
る
箇
所
も
含
め
賭
円
で
は
一
貫
し
て
、
ア
サ
ド
ヅ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
に

　
細
し
く
p
N
団
7
0
冨
ω
露
（
碧
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
［
H
』
ド
刈
O
や
Q
。
伊
Q
。
O
旨
O
卜
。
”

　
ざ
Q
。
”
熱
誠
、
こ
の
語
の
使
用
開
始
時
期
、
一
p
ω
芽
錠
ロ
。
〈
冒
薮
ω
訂
と
の
関
係
は
明

　
確
で
は
な
い
。
累
。
ω
8
口
ぼ
は
＝
こ
ご
／
一
八
〇
六
年
の
行
政
組
織
整
備
に
つ

　
い
て
述
べ
た
箇
所
で
、
「
ラ
シ
ュ
カ
ル
ネ
ヴ
ィ
ー
ス
職
に
お
い
て
も
同
様
に
拡
張

　
が
行
わ
れ
た
。
数
人
の
ラ
シ
ュ
カ
ル
ネ
ヴ
ィ
ー
ス
が
加
え
ら
れ
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
・

　
ア
サ
ド
ヅ
ラ
ー
・
ハ
ー
ネ
・
ヌ
ー
リ
ー
が
ラ
シ
ュ
カ
ル
ネ
ヴ
ィ
ー
ス
バ
！
シ
ー
の

　
称
号
を
与
え
ら
れ
た
。
最
終
的
に
、
こ
の
仕
事
を
有
す
る
者
を
く
欝
同
苧
①
冨
。
。
ぴ
犀
母

　
と
称
し
た
」
と
記
す
［
摯
N
酬
b
。
①
あ
謡
。
〔
但
し
、
こ
の
時
就
任
し
た
の
は
別
の

　
人
物
。
本
章
註
⑧
参
照
。
〕
く
p
謡
7
。
冨
ω
剛
旨
母
の
語
の
使
用
開
始
は
累
謬
霞
勲
7

　
U
冒
ω
団
ゲ
時
代
〔
一
二
六
四
／
一
入
銭
入
年
か
ら
＝
二
一
三
／
一
八
九
六
年
ま

　
で
〕
と
い
う
説
［
切
釧
昌
象
血
粉
。
。
⑦
ω
押
環
£
が
あ
る
が
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
葡
物

　
で
は
前
述
の
行
政
組
織
整
備
の
記
述
で
！
δ
滋
璋
㌣
o
冨
ω
算
母
［
H
×
b
念
己
㌧
一
二

　
三
九
／
一
八
二
四
年
の
箇
所
で
旨
㊤
霧
ρ
σ
6
＜
。
N
腎
暮
－
。
二
戸
一
戸
β
。
門
が
使
わ
れ
る
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が
窟
×
鴇
①
G
。
O
］
、
両
者
の
間
の
一
二
三
八
／
一
八
二
三
年
の
記
述
で
は
寅
ω
財
瞠
甲

　
ヨ
。
＜
冒
σ
留
訂
が
用
い
ら
れ
る
冒
×
’
鶏
O
U
。

⑰
　
鼠
冒
N
馴
国
①
O
四
望
彗
〉
一
中
ロ
が
財
務
官
（
旨
。
。
。
ざ
ロ
智
y
蜜
上
身
男
簿
σ
｝
＝
帥
7

　
が
書
記
（
畠
p
σ
冒
）
［
勘
向
図
・
Q
。
①
Q
◎
冒
諸
冒
N
9
1
国
鰍
㎝
プ
①
ヨ
が
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
ー
・

　
シ
ャ
ー
の
妻
↓
蕊
9
－
U
o
三
。
の
ワ
ジ
ー
ル
で
あ
っ
た
嘗
．
斜
H
Q
。
］
。
最
も
有
名

　
な
息
子
は
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
時
代
の
宰
相
罫
資
卿
翼
ρ
繋
〉
一
藪
目

　
内
濁
瓢
で
あ
る
が
、
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
時
代
に
は
、
ま
だ
顕
著
な
活

　
躍
を
し
て
い
な
い
。
尚
、
ハ
レ
ム
に
お
け
る
ワ
ジ
ー
ル
の
職
掌
は
不
明
。

⑫
竃
。
ユ
曾
は
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
を
営
貯
N
p
、
つ
ま
リ
ヨ
9
口
o
h

　
跨
。
℃
窪
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
［
ミ
ミ
、
帖
ミ
斜
㊤
昌
。

⑬
石
版
本
で
は
σ
①
o
、
δ
ヨ
似
α
〈
o
夢
燭
ρ
だ
が
［
圃
押
α
3
、
活
字
本
の
校
訂
に
従

　
い
σ
o
o
、
器
ヨ
四
血
く
ρ
〈
o
夢
離
ρ
と
読
む
。

⑭
モ
ル
デ
ス
タ
ー
ソ
は
以
前
マ
ハ
ッ
レ
で
あ
っ
た
が
、
ザ
ン
ド
朝
の
キ
ャ
リ
ー
ム

　
・
ハ
ー
ン
時
代
に
ダ
ル
ブ
シ
ャ
ー
ザ
ー
デ
の
マ
ハ
ッ
レ
に
併
合
さ
れ
た
［
≧
自
い

　
㊤
鵡
］
。
　
モ
ル
デ
ス
タ
ー
ソ
の
位
置
に
つ
い
て
は
〉
隔
ω
錠
H
c
。
α
G
。
、
b
昌
O
ρ
㈹
8
を
参

　
照
。
、
≧
に
拠
る
と
モ
ル
デ
ス
タ
ー
ン
は
、
、
〉
σ
島
p
7
自
a
。
寄
族
の
居
住
地
で

　
あ
っ
た
が
、
ザ
ソ
ド
朝
末
期
の
冨
衝
コ
富
さ
に
山
国
尉
σ
錨
訂
碁
〔
第
二
章
ω
で
後

　
述
〕
の
部
族
追
放
以
後
、
荒
廃
し
て
い
た
冒
押
り
日
2
。
　
こ
れ
は
ハ
ー
ジ
ー
・
エ

　
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
が
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
に
寝
返
り
、
親
ザ
ソ
ド
朝
熱
刃
力
の
部
族
を
シ

　
ー
ラ
ー
ズ
か
ら
追
放
し
た
事
件
を
摺
す
と
考
え
ら
れ
る
【
肉
宅
押
の
α
O
】
。
以
上
の

　
誠
実
と
ヌ
ー
ル
出
身
者
の
フ
ァ
ー
ル
ス
へ
の
移
住
は
》
房
碧
一
Q
。
窃
。
。
る
O
①
1
8
刈
で

　
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

⑮
同
箇
所
に
拠
る
と
、
ホ
セ
イ
ソ
・
ア
リ
ー
・
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
や
ヌ
ー
リ
ー
家
が
シ

　
ー
ラ
ー
ズ
に
来
た
の
は
一
二
一
三
年
で
あ
る
が
、
一
一
＝
四
年
の
誤
り
で
あ
る
。
．

　
こ
れ
は
以
下
の
箇
所
で
確
認
で
き
る
。
肉
向
H
×
い
。
。
①
類
纂
ご
鵠
≧
押
①
刈
9
器
り
嚇

　
≧
↓
H
」
一
〇
圃
一
嵩
い
ω
り
嚇
§
置
ピ
に
窃
劇
．

⑯
　
さ
篭
ミ
ト
。
。
9
但
し
フ
ァ
ー
ル
ス
に
移
住
し
た
人
数
で
は
な
く
、
モ
…
リ
ア

　
が
フ
ァ
ー
ル
ス
に
滞
在
し
て
い
た
当
時
〔
一
八
○
八
年
〕
に
存
在
し
た
人
数
。
．

⑰
　
創
設
さ
れ
る
ロ
シ
ア
式
軍
隊
と
同
様
に
、
の
意
味
。

⑯
葡
向
に
は
ナ
ス
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
は
「
ヌ
ー
ル
出
身
者
の
従
者
た
ち
の
指
導

　
者
（
鈴
碁
霞
二
。
受
。
導
。
衝
窪
き
似
〒
0
2
口
島
）
で
ロ
ス
タ
ム
ダ
ー
ル
の
知
事

　
（
ザ
。
昇
呂
調
p
）
で
あ
っ
た
」
［
×
M
ω
①
◎
。
］
と
だ
け
記
さ
れ
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
来
た
と

　
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
・
特
に
顕
著
な
活
躍
が
知
ら
れ
て
い
な
い
彼
に
つ
い
て
の

　
情
報
だ
け
に
、
物
諸
の
記
述
を
採
用
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑲
　
≦
帥
欺
嵩
σ
q
の
旅
行
記
に
は
、
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
レ
ル
ザ
ー
の
配
下
の
者

　
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
で
の
行
動
に
つ
い
て
、
次
の
記
述
が
あ
る
。
「
テ
ヘ
ラ
ー
ン
か
ら

　
彼
に
同
行
し
て
い
た
軍
隊
と
彼
の
従
者
た
ち
が
、
町
の
中
で
家
を
得
る
よ
う
に
命

　
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
八
か
ら
一
〇
の
集
団
に
分
か
れ
、
家
だ
と
決
め
た
所

　
な
ら
ど
こ
で
も
、
そ
の
持
主
を
追
い
出
し
た
。
」
　
［
国
．
ω
。
≦
母
ぎ
σ
q
り
込
↓
。
ミ
8

　
鴇
馬
ミ
§
ミ
ミ
鴨
沁
§
鳶
魚
さ
ミ
。
ミ
榊
§
・
・
戚
肉
恥
ミ
。
盛
冒
繕
冨
鴇
．
い
客
。
毛
嘱
。
「
ぎ

　
H
㊤
鳶
’
禽
H
デ
イ
ヴ
ィ
ス
氏
は
こ
れ
を
ヌ
ー
リ
ー
集
団
移
住
時
の
黙
と
し
て
い
る

　
が
［
U
p
く
8
ω
お
。
。
8
話
し
。
］
、
こ
の
記
述
は
一
八
〇
二
年
の
も
の
で
、
む
し
ろ
そ
の

　
家
族
の
移
住
の
時
期
に
近
い
。
ま
た
こ
れ
を
ヌ
ー
ル
出
身
者
の
行
動
と
断
定
す
る

　
の
は
早
計
で
あ
る
。
尚
、
同
旅
行
記
は
江
浦
公
治
氏
の
御
厚
意
に
よ
り
、
蔵
書
を

　
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

⑳
辱
寓
9
8
冨
り
§
鴨
ミ
§
鳶
蔓
㌔
ミ
い
ミ
。
卜
。
〈
9
。
。
、
い
o
a
8
し
。
。
刈
㊤
b
戸
お
圃
．

　
ラ
ム
ト
ソ
氏
に
拠
れ
ば
、
　
一
九
世
紀
初
め
の
シ
ャ
ー
の
近
衛
兵
（
δ
望
p
一
ぴ
。
O
響

　
σ
q
轟
a
）
は
約
三
、
四
千
名
、
常
備
軍
（
簿
§
a
ロ
σ
q
一
ρ
§
望
）
は
約
一
万
二
千
名

　
で
、
ほ
と
ん
ど
が
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
族
か
マ
ー
ザ
ソ
ダ
ラ
ー
シ
の
人
で
あ
っ
た

　
F
曽
ヨ
夏
。
ロ
ー
ミ
ρ
お
2
。

⑳
ρ
u
δ
薯
忌
Φ
、
§
遠
鵯
ミ
“
、
ミ
題
黛
ミ
§
こ
塁
臥
§
侮
偽
＝
。
。
遣
ミ
誌
ζ

　
N
＜
o
冨
器
℃
詳
8
0
げ
養
戸
一
ゆ
♂
㌧
媛
、
ε
◎
◎
ム
δ
・

⑳
食
糧
、
飼
料
、
燃
料
等
は
沿
道
住
民
へ
の
ω
費
ω
理
と
い
う
厳
し
い
臨
時
税
の
課

　
税
で
賄
わ
れ
た
。
〉
■
囚
．
し
Q
・
い
㊤
鼠
算
0
9
．
、
い
四
閂
三
月
①
謹
お
磐
α
い
p
鼠
菊
。
＜
o
き
①
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〉
α
ヨ
ぎ
目
窪
餌
銘
。
ロ
ぎ
臼
。
賭
一
口
。
陣
8
溝
昏
O
o
δ
ε
民
ざ
．
．
◎
ミ
ざ
唾
℃
恥
凌
㍉
3
U
o
嵩
q
9
ど

　
一
り
g
。
8
c
◎
彪
’
ラ
ム
ト
ン
著
、
岡
崎
正
孝
訳
「
ペ
ル
シ
ャ
の
地
虫
と
農
民
」
岩
波
澱
］

　
店
　
九
七
六
、
一
五
〇
。
、
蓉
題
き
Q
◎
Q
。
嚇
9
嵩
ミ
遣
い
ト
。
α
り
］
規
定
の
三
、
四
倍
徴

　
版
ざ
れ
る
こ
と
も
あ
り
［
句
ミ
混
き
。
。
。
。
】
、
の
ち
の
税
の
納
入
聴
に
差
し
引
か
れ
る

　
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
減
額
は
十
分
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
［
同
義
堅
き
○
。
Q
。
㌧

　
一
一
m
∴
δ
…
O
袋
給
鳶
随
け
ト
o
q
り
］
。
メ
フ
マ
ー
ン
ダ
ー
ル
は
ス
ー
ル
サ
…
ト
の
徴
収

　
を
正
当
化
す
る
貯
『
日
霊
魂
を
持
っ
て
任
務
に
あ
た
っ
た
［
§
嵐
ミ
ト
。
。
⑦
1
ω
ご

　
鳴
ミ
恥
ミ
㌧
H
お
一
。
　
こ
の
職
に
任
命
さ
れ
る
に
は
高
位
者
へ
の
上
納
金
が
必
要
で
あ

　
つ
た
か
ら
冨
ミ
偽
§
δ
O
ム
O
昌
財
力
も
要
し
た
。
そ
の
代
償
を
得
、
そ
の
う
え

　
私
腹
を
肥
や
す
た
め
に
、
メ
フ
マ
ー
ソ
グ
ー
ル
の
取
り
立
て
ば
厳
し
く
な
っ
た
。

　
そ
の
様
子
が
旅
行
記
に
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
る
。

⑭
　
ミ
ミ
暫
ミ
釣
ま
ム
ご
O
ミ
亀
、
遷
H
隔
b
。
鐙
．
こ
の
蒔
に
は
、
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
か
ら
シ

　
ー
ラ
ー
ズ
ま
で
は
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
が
、

　
シ
ー
ラ
ー
ズ
以
降
は
シ
ャ
ー
か
ら
派
遣
ざ
れ
た
護
図
農
倒
N
9
ζ
と
い
う
財
務
官

　
（
き
。
ω
け
。
録
同
）
が
メ
フ
マ
ー
ン
ダ
…
ル
を
務
め
た
【
ミ
。
苫
ミ
b
。
㌧
0
8
。
ペ
ル
シ
ア

　
語
史
料
で
は
両
者
を
混
同
し
て
、
後
者
が
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
か
ら
テ
ヘ
ラ
…
ン
ま
で

　
一
行
を
連
れ
て
来
た
と
記
ざ
れ
て
い
る
［
、
≧
押
ざ
9
霜
向
困
×
℃
心
『
9
。

⑭
鳴
O
鍾
。
。
＼
ω
。
。
8
．
窓
ρ
じ
d
2
8
ε
≦
韓
。
。
ぎ
8
U
8
0
旨
げ
転
々
一
盛

⑳
句
O
卜
。
躯
。
。
＼
。
。
。
。
ぎ
．
お
P
ご
⇔
凄
8
8
芝
韓
。
。
ぎ
に
竃
P
「
9
蕊
蜀
ホ
セ
イ
ン

　
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
態
度
を
変
え
、
マ
ス
カ
ッ
ト
の
イ
マ
ー
ム
は
援
軍
提

　
供
を
拒
否
さ
れ
た
う
え
、
多
額
の
金
銭
を
取
ら
れ
て
帰
っ
た
［
悔
○
卜
。
心
。
。
＼
ω
Q
。
コ
9

　
一
①
野
b
⇔
旨
8
8
≦
窪
O
O
ぎ
b
。
窃
霞
幾
畠
一
◎
◎
一
Q
o
］
。
そ
し
て
イ
マ
ー
ム
と
敵
対
し

　
て
い
た
パ
フ
ラ
イ
ン
の
〉
露
口
σ
【
、
φ
ゆ
q
蕊
族
の
ω
ゴ
p
≦
島
二
人
は
、
ホ
セ
イ
ン

　
・
ア
リ
i
・
ミ
ー
ル
ザ
：
か
ら
賜
衣
を
与
え
ら
れ
た
雷
○
卜
。
心
○
。
＼
ω
Q
。
8
■
嶺
S

　
O
凄
毎
8
8
≦
葺
。
。
ぎ
。
。
〉
℃
ユ
一
一
Q
。
一
Q
。
】
。
類
似
し
た
事
件
が
一
八
…
六
年
に
も
起

　
こ
っ
て
い
る
【
い
O
■
ピ
。
三
菱
び
O
鳶
ミ
馬
弓
ミ
ミ
簿
恥
、
ミ
篭
§
衛
自
§
、
O
ミ
§

　
ミ
ミ
O
恥
ミ
§
馬
気
ミ
ぴ
旨
「
O
巴
。
暮
霞
’
悟
り
嶺
、
碁
O
Q
劇
二
一
◎
◎
儀
辞
ω
●
甲
寓
趣
⑦
ρ
§
恥

G
象
“
ミ
篭
審
ミ
ミ
↓
蕊
富
娩
ミ
罫
鴨
㌧
馬
謬
言
蕊
窮
窪
駄
b
二
二
儒
①
鳥
‘
U
9
乙
。
ジ
一
㊤
①
①
邑

。。

ｵ。

ﾚ
。
、
q
毎
σ
族
は
ク
ウ
ェ
ー
ト
か
ら
常
下
し
、
一
七
八
三
年
頃
．
ハ
フ
ラ
イ
ン
を

征
服
し
た
。
一
七
九
九
年
以
降
、
マ
ス
カ
ッ
ト
の
イ
マ
ー
ム
と
同
盟
、
対
立
を
繰

　
り
返
し
、
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
派
の
影
響
下
に
あ
っ
た
［
じ
。
鼠
ヨ
。
さ

　
言
置
；
鵠
ゆ
㌧
H
曽
ゆ
嚇
鳩
§
切
ミ
”
μ
N
ム
ω
…
｝
’
ゆ
・
目
9
ζ
㌧
b
ご
篭
肺
ミ
3
§
§
暮
恥
㌧
ミ
甑
§
騨

　
O
㌍
駁
嵩
遠
占
。
。
％
9
0
義
。
＆
”
お
①
Q
。
℃
圏
山
謡
。
　
マ
ス
カ
ッ
ト
の
「
イ
マ
ー
ム
」

　
は
。
・
選
覧
畠
と
呼
ぶ
べ
き
だ
が
〔
福
田
安
志
「
イ
マ
ー
ム
と
サ
イ
イ
ド
ー
ー
一
八

世
紀
オ
マ
ー
ン
に
お
け
る
軍
制
の
変
化
1
」
『
オ
リ
エ
ン
ト
晦
第
三
二
巻
鋳
二
号

　
（
一
九
八
九
）
、
一
一
八
一
一
　
九
〕
、
こ
こ
で
は
使
用
史
料
の
用
語
法
に
従
っ
た
。

　
囚
。
冨
畷
の
著
書
は
中
闘
三
益
民
の
御
蔵
書
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
福
田
安
志

　
氏
か
ら
は
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

⑳
　
男
○
隠
Q
。
＼
ω
Q
。
鵠
。
．
屋
合
b
ご
『
口
。
㊦
汁
。
≦
二
ざ
。
ぎ
b
σ
頓
竃
賀
0
7
蕊
H
Q
◎
’
モ
グ
ー
は

　
シ
ー
ラ
ー
ズ
南
東
、
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
に
位
置
す
る
。

⑳
　
想
望
H
×
顎
呂
ω
1
α
α
合
、
≧
H
い
認
頓
．
遠
征
は
ウ
ト
ゥ
ー
ブ
族
や
｝
鱒
く
留
O
ヨ

　
［
ρ
ρ
く
習
①
ヨ
］
族
と
い
っ
た
ア
ラ
ブ
の
部
族
と
結
ん
だ
モ
グ
ー
の
住
民
に
対
し
て

　
行
わ
れ
た
。
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
で
は
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
も
同
行

　
し
、
凋
○
で
は
イ
マ
ー
ム
援
助
か
ら
帰
還
し
た
と
さ
れ
て
い
る
一
八
一
八
年
三
月

　
頃
、
モ
グ
ー
か
ら
帰
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
は
イ
マ
ー
ム

　
援
助
と
モ
グ
i
遠
征
を
混
同
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
冒
く
留
⑦
日
に
関
し
て

　
は
論
考
が
あ
る
。
福
田
安
恋
「
近
代
ペ
ル
シ
ャ
湾
に
お
け
る
『
海
賊
行
為
隔
に
つ

　
い
て
の
再
考
」
『
紀
要
』
〈
中
央
大
学
文
学
部
〉
第
…
四
〇
号
（
一
九
九
一
）
。

㊧
　
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
時
代
の
地
方
知
事
に
は
王
子
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

　
そ
の
も
と
に
ワ
ジ
ー
ル
が
置
か
れ
た
。
ワ
ジ
ー
ル
は
、
し
ば
し
ば
幼
少
で
赴
任
し

　
た
知
事
で
あ
る
王
子
に
代
わ
り
政
務
を
執
り
、
中
央
へ
の
納
税
と
軍
事
力
提
供
の

　
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
知
事
を
、
中
央
に
代
わ
っ
て
監
督
す
る
役
目
を
帯
び
て
い
た

　
甥
．
じ
ウ
巴
臼
器
7
、
．
O
①
馨
Φ
雫
勺
臼
ぢ
プ
曾
矯
菊
9
曽
島
。
器
ぎ
窯
貯
①
8
0
昌
二
回
－
O
o
歯
舞
冤

　
冒
2
ご
、
”
㌧
蓉
ミ
ミ
N
憩
畿
ミ
塁
置
（
お
○
。
一
y
b
コ
㊤
1
ω
も
。
旧
切
p
同
臼
。
。
び
一
り
凄
い
置
ゴ
切
9
臼
霧
げ
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一
㊤
o
。
㎝
b
＆
鼻
…
寓
目
a
一
昏
一
二
ど
α
①
ふ
Q
。
脚
い
p
ヨ
σ
8
静
一
〇
『
P
偽
G
。
倉
ピ
韓
旨
σ
8
コ

　
お
課
b
ω
㊤
卜
⊃
1
ω
O
ω
］
。
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
ワ
ジ
ー
ル
就
任
は
、
、
≧

　
目
に
拠
れ
ば
一
二
三
八
／
一
八
二
二
一
三
年
で
あ
る
【
曾
2
。
ま
た
㌧
≧
H
の

　
一
二
四
四
／
一
八
二
八
一
九
年
の
記
事
に
、
彼
が
一
〇
年
間
占
め
た
ワ
ジ
ー
ル
の

　
地
位
を
追
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
箇
所
か
ら
は
＝
一
三
四
／
一
八

　
一
八
一
九
年
に
な
る
［
お
㊤
一
。
し
か
し
閃
○
か
ら
一
八
一
九
年
一
〇
月
ご
五
日

　
〔
＝
一
三
五
年
窯
。
家
出
p
恩
讐
六
日
〕
に
は
、
ワ
ジ
ー
ル
を
凌
駕
し
つ
つ
も
、
ま

　
だ
就
任
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
［
男
○
卜
。
心
◎
。
＼
ω
◎
。
コ
9
b
。
卜
。
心
、
し
⇔
罎
o
o
8
署
一
一
δ
o
ぎ

　
b
。
窃
O
o
8
σ
窪
H
◎
。
尉
ε
、
閃
鑓
。
。
窪
よ
り
一
八
一
二
年
一
〇
月
一
二
日
〔
一
二
三
七

　
年
モ
ハ
ッ
ラ
ム
月
一
五
日
〕
に
は
既
に
就
任
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
ロ
O
舘
。

　
従
っ
て
彼
の
就
任
は
、
お
お
よ
そ
こ
の
間
で
あ
る
。

⑭
　
萄
O
ひ
。
心
。
。
＼
鵠
コ
。
●
Q
。
◎
o
Q
冨
昌
昌
蕊
ε
属
9
苺
ゴ
9
ヨ
㌧
お
舅
。
耳
雷
曙
一
◎
。
培
・

⑳
　
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
一
八
○
八
年
一
二
月
一
二
日
、
モ
ー
リ
ア
は
岡
一
〇
類
の
出
来

　
事
と
し
て
記
し
て
お
り
、
日
付
が
く
い
違
っ
て
い
る
。

⑳
男
O
・
。
海
。
。
＼
。
。
。
。
昌
。
。
認
腿
b
じ
⇒
讐
8
ε
≦
島
。
。
ぎ
誤
○
。
8
σ
零
H
。
。
多

⑳
　
こ
の
結
婚
が
行
わ
れ
た
の
は
物
≧
押
謁
『
及
び
、
≧
目
㌧
O
圃
Φ
で
は
一
二
四

　
一
年
、
、
ヒ
押
置
O
で
は
一
二
四
〇
年
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
↓
、
試
で
も
言

　
及
さ
れ
て
い
る
電
Q
。
㌧
巽
O
］
。
パ
ド
ル
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
・
ハ
ー
ノ
ム
は
一
八
一
二

　
年
、
フ
レ
イ
ザ
ー
が
シ
ー
ラ
ー
ズ
を
訪
れ
た
時
に
流
行
し
て
い
た
コ
レ
ラ
で
他
界

　
し
た
。
彼
女
は
シ
ャ
ー
の
寵
愛
を
受
け
、
亡
く
な
る
ま
で
一
二
年
間
フ
ァ
ー
ル
ス

　
を
支
配
し
た
と
闘
わ
れ
て
い
る
『
§
翁
8
Q
。
Q
。
あ
q
。
】
。
本
文
に
述
べ
た
ワ
ジ
ー
ル

　
に
よ
る
穀
物
独
占
の
際
も
、
ワ
ジ
ー
ル
の
手
先
と
彼
女
が
協
力
し
て
い
た
と
雷
わ

　
れ
て
い
た
雪
§
篭
ミ
押
δ
舘
。

20　（786）

ニ
　
ヌ
ー
り
一
家
と
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
域
社
会

ω
　
ヌ
ー
リ
ー
家
移
住
前
後
の
フ
ァ
ー
ル
ス

　
次
に
ヌ
ー
リ
ー
家
と
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
域
社
会
と
の
接
点
か
ら
、
後
老
の
状
況
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
本
章
で
も
主
と
し
て
医
博
品
物

を
用
い
る
が
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
誌
で
あ
る
曳
類
で
は
、
中
心
都
市
シ
ー
ラ
ー
ズ
、
そ
の
他
の
地
方
（
g
巨
誇
℃
r
げ
。
ヨ
（
鐸
）
、
遊
牧
部
族

（凶

ﾈ
ピ
同
類
叶
）
の
三
範
疇
に
分
け
て
記
述
を
進
め
て
い
る
。
年
代
記
で
あ
る
曳
H
の
本
章
に
関
わ
る
箇
所
に
お
い
て
も
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
住
民

を
集
団
と
し
て
扱
う
場
合
、
こ
の
分
類
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
仏
身
で
も
シ
ー
ラ
ー
ズ
を
示
す
．
、
ω
げ
ρ
訂
”
”
の
住
民
、
遊
牧
部
族
と
い
う
表

現
が
使
用
さ
れ
る
。
シ
ー
ラ
ー
ズ
、
ボ
ル
ー
ク
、
遊
牧
部
族
は
各
々
、
赴
会
的
・
経
済
的
基
盤
を
異
に
す
る
様
々
な
人
々
を
包
含
し
て
い
る
は

ず
だ
が
、
こ
れ
以
外
の
範
疇
に
分
類
し
て
住
民
集
団
の
動
向
を
追
う
こ
と
は
史
料
上
難
し
い
。
そ
こ
で
本
節
で
も
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
、
ボ
ル
ー
ク
、
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①

遊
牧
部
族
と
い
う
分
類
で
、
本
章
で
使
用
す
る
用
語
に
若
干
説
明
を
加
え
つ
つ
、
ヌ
ー
リ
ー
家
移
住
前
後
の
フ
ァ
ー
ル
ス
の
状
況
を
概
観
す
る
。

　
シ
ー
ラ
ー
ズ
は
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
方
政
庁
所
在
地
で
あ
る
が
、
住
罠
と
政
庁
と
の
接
点
に
匿
鶏
鋤
簿
霞
が
一
名
存
在
し
た
。
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ

ル
と
は
イ
ラ
ン
の
都
市
に
広
く
見
ら
れ
る
行
政
官
で
、
治
安
維
持
、
紛
争
解
決
、
住
民
へ
の
課
税
割
り
当
て
等
に
携
わ
っ
た
。
任
命
者
は
シ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

1
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
住
民
の
意
向
が
人
選
に
強
く
反
映
す
る
。
従
っ
て
当
該
都
市
の
有
力
老
が
就
任
す
る
場
合
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
シ
ー
ラ
ー
ズ
以
外
の
フ
ァ
ー
ル
ス
の
土
地
は
六
〇
程
の
ボ
ル
ー
ク
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
統
治
権
（
言
市
日
p
け
）
に
は
徴
税
権
が
含
ま
れ

④た
。
統
治
権
保
持
の
形
態
は
、
住
民
が
自
分
の
居
佐
ボ
ル
ー
ク
の
も
の
の
み
保
持
す
る
小
規
模
な
場
合
も
あ
れ
ば
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
在
住
の
地
元

有
力
者
や
地
方
政
庁
有
力
者
が
多
数
の
ボ
ル
ー
ク
の
統
治
権
を
同
時
に
保
持
す
る
場
合
ま
で
あ
る
。
次
男
で
述
べ
る
地
元
有
力
者
ζ
騨
昌

類
鋤
臼
受
①
国
霧
9
1
、
一
は
後
者
の
一
例
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
加
え
て
遊
牧
部
族
が
存
在
す
る
。
曳
に
拠
れ
ば
一
二
三
四
／
一
八
一
八
－
九
年
、
遊
牧
部
族
ρ
霧
財
ρ
帥
、
固
の
有
力
者
品
質
沃
げ
ぎ

が
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
一
襲
げ
9
1
口
剛
に
任
命
さ
れ
た
【
亀
H
・
譲
P
H
H
し
H
o
£
。
こ
の
イ
ー
ル
ハ
ー
ニ
ー
が
遊
牧
部
族
の
徴
兵
、
徴
税
、
秩
序
維
持

　
　
　
　
　
　
⑤

の
任
務
を
負
っ
た
。
し
か
し
ヌ
ー
リ
ー
家
移
住
前
後
の
遊
牧
部
族
に
関
す
る
情
報
は
皆
無
に
近
く
、
地
方
政
庁
と
の
接
触
方
法
も
不
明
で
あ
る
。

フ
ァ
ー
ル
ス
の
遊
牧
部
族
は
、
ザ
ソ
ド
朝
と
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
と
の
抗
争
に
お
い
て
前
者
側
に
つ
い
た
。
ザ
ソ
ド
朝
を
倒
し
た
ア
ー
ガ
ー
・
モ

ハ
ン
マ
ド
は
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
遊
牧
部
族
の
一
部
を
強
制
移
住
さ
せ
て
力
を
そ
ぎ
、
移
住
を
免
れ
た
ジ
ャ
ー
ニ
ー
・
ハ
ー
ン
も
ア
ー
ガ
i
・
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ハ
ソ
マ
ド
死
去
ま
で
山
中
に
隠
れ
て
い
た
。
年
代
記
史
料
で
あ
る
同
門
や
沁
物
に
遊
牧
部
族
が
関
与
す
る
で
き
事
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い

の
は
、
こ
の
よ
う
に
彼
ら
が
弱
体
化
さ
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
初
期
の
フ
ァ
ー
ル
ス
を
論
じ
る
際
、
ヌ
ー
リ
i
家
の
フ
ァ
ー
ル
ス
移
住
後
間
も
な
い
＝
一
一
五
／
一
八
〇
一
年
に
起

こ
っ
た
頓
心
隔
繋
げ
感
ぽ
B
の
失
脚
に
触
れ
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
彼
は
フ
ァ
ー
ル
ス
の
有
力
者
で
、
ザ
ン
ド
朝
末
期
、
同
工
か
ら
キ
ャ
ラ

ー
ン
タ
ル
に
任
命
さ
れ
た
が
［
老
H
・
c
。
・
。
O
］
、
ザ
ン
ド
朝
か
ら
離
反
し
零
≧
H
・
忠
Σ
、
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
ザ
ン
ド
朝
打
倒
に
貢
献
し

た
。
そ
の
た
め
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
時
代
に
な
る
と
、
彼
は
中
央
で
宰
相
（
〈
㊤
N
固
H
I
①
拶
．
N
ρ
白
）
に
取
り
立
て
ら
れ
、
兄
弟
や
息
子
た
ち
は
国
玖
魯
9
1
謁21　（787）



・
．
国
H
鋤
ぬ
（
イ
ラ
ン
中
央
部
）
、
　
丙
O
げ
一
Φ
○
①
葱
《
①
（
フ
ァ
ー
ル
ス
最
西
部
）
、
　
ρ
O
露
・
開
帥
。
D
げ
似
昌
（
テ
ヘ
ラ
ー
ン
南
方
）
、
　
し
d
o
円
9
1
輪
宝
α
・
冒
O
同
①
o
謄
♂
餌
昌
・

．
》
轟
σ
Φ
の
薮
⇒
（
イ
ラ
ン
西
部
）
で
知
事
職
を
得
て
、
一
族
は
非
常
に
繁
栄
し
た
篇
毫
H
・
O
。
。
ρ
員
り
①
ゲ
リ
①
㊤
一
。

　
全
国
的
規
摸
で
活
躍
し
た
一
族
は
地
元
で
も
強
力
な
政
治
力
を
有
し
た
。
フ
ァ
ー
ル
ス
で
は
二
＝
三
／
一
七
九
八
年
、
知
事
が
兄
フ
ァ
ト

フ
・
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
に
反
乱
を
起
こ
し
鎮
圧
さ
れ
た
が
、
当
時
の
キ
ャ
ラ
ー
ソ
タ
ル
が
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
弟
諺
ρ
働
窯
○
ザ
㌣

ヨ
日
ρ
α
N
9
日
9
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
［
翌
ど
①
鐸
H
囲
・
⑩
①
£
。
そ
し
て
反
乱
鎮
圧
後
、
　
＝
二
四
／
一
七
九
九
i
一
八
○
○
年
の
ホ

セ
イ
ン
・
ア
リ
i
・
ミ
ー
ル
ザ
i
赴
任
ま
で
の
短
期
間
、
フ
ァ
ー
ル
ス
で
は
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
族
の
一
人
が
軍
事
・
治
安
を
、
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ

ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
息
子
寓
冒
N
鉤
冨
。
廿
ゆ
ヨ
ヨ
ρ
α
頻
プ
四
鵠
が
フ
ァ
ー
ル
ス
の
税
の
受
領
及
び
テ
ヘ
ラ
ー
ン
へ
の
送
金
を
任
さ
れ
る
と
い
う
体
制
が

と
ら
れ
た
門
箸
H
・
雪
ω
嗣
。
そ
の
後
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
赴
任
の
際
、
ワ
ジ
ー
ル
と
し
て
○
冨
錨
α
q
げ
、
》
冒
魏
げ
四
〒
Φ
累
ρ
＜
帥
、
凶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
い
う
人
物
が
任
命
さ
れ
て
来
た
［
聖
H
・
零
2
。
ナ
ヴ
ァ
ー
イ
ー
家
は
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
時
代
以
来
の
功
臣
が
属
す
る
家
系
で
あ
る
。

し
か
し
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ハ
ー
ン
が
引
き
続
き
税
務
全
般
の
実
権
を
握
り
、
チ
ャ
ラ
ー
グ
・
ア
リ
i
・
ハ
ー
ン
は
名
目
的
存
在

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
［
聖
H
・
①
。
。
O
｝
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
で
一
二
一
五
／
一
八
〇
一
年
、
突
如
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
…
ヒ
ー
ム
が
失
脚
し
、
一
族
の
多
く
の
者
と
共
に
処
刑
さ
れ
た

［
遷
押
①
。
。
押
葡
効
H
×
・
。
。
①
。
。
－
。
。
8
旧
宅
日
H
」
に
占
目
ω
一
。
そ
し
て
彼
ら
の
よ
う
に
イ
ラ
ン
各
地
で
華
々
し
い
政
治
的
活
躍
を
す
る
フ
ァ
ー
ル
ス
出
身

者
や
、
地
元
フ
ァ
ー
ル
ス
で
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ハ
ー
ン
の
よ
う
に
地
方
政
庁
内
の
要
職
、
又
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
実
権
を
握
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

物
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
地
元
住
民
の
顕
著
な
活
躍
が
途
絶
え
た
こ
の
時
期
が
ヌ
ー
リ
ー
家
の
活
躍
期
に
あ
た
る
。
で
は
次
に
ヌ

ー
リ
ー
家
と
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
域
社
会
が
直
接
接
触
し
た
事
件
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

図
　
ヌ
ー
り
一
家
と
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
一
二
一
五
／
一
八
〇
一
年
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
が
失
脚
し
た
が
、
そ
れ
に
伴
い
キ
ャ
ラ
ー
ソ
タ
ル
も
交
替

22　（788）
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し
た
。
新
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
近
郊
の
ボ
ル
ー
ク
に
土
地
を
所
有
し
、
同
時
に
そ
の
ボ
ル
ー
ク
の
統
治
権
も
持
つ
鼠
冒
N
9
1
国
σ
H
9
1
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

鐵
日
で
あ
る
【
聖
H
H
・
一
8
コ
。
　
ヌ
ー
リ
…
家
の
シ
ョ
ク
ロ
ヅ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
は
＝
一
二
三
／
一
八
○
八
－
九
年
頃
、
こ
の
ミ
ー
ル
ザ
…
・
エ

ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
娘
と
結
婚
し
た
［
署
剛
押
ミ
。
。
】
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
と
こ
ろ
が
二
一
二
六
／
一
八
一
一
－
二
年
、
嶺
9
1
冒
竃
。
働
盛
二
巴
ζ
o
自
愛
跨
げ
吐
口
諺
ヨ
貯
9
L
）
o
巳
Φ
の
と
り
な
し
で
、
シ
ャ
ー
は
ハ
ー

ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
処
刑
を
免
れ
た
息
子
霞
罠
9
1
、
》
財
諺
騒
げ
錠
を
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
に
任
命
し
た
。
こ
れ
に
下
し
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
エ

ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
娘
婿
シ
ョ
ク
ロ
ヅ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
は
抵
抗
し
た
が
、
そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
…
ネ
・
ヌ
ー
リ
ー
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
娘
婿
で
、
フ
ァ
ル
マ
ー
ソ
フ
ァ
ル

　
　
マ
ー
閣
下
〔
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
二
・
・
ー
ル
ザ
ー
の
こ
と
〕
の
も
と
で
非
常
に
近
い
立
場
に
あ
っ
た
（
び
騨
冨
二
巴
6
ρ
o
旨
ヨ
窪
器
一
二
q
義
甲
）
の
で
、

　
　
、
・
・
ー
ル
ザ
ー
・
ア
リ
ー
・
ア
ク
バ
ル
の
キ
ャ
ラ
ー
ソ
タ
ル
の
地
位
獲
得
を
妨
害
し
た
。
　
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
の
物
事
の
相
談
役
（
犀
9
包
）
、
言
同
旨
9
1
国
践
甲

　
　
団
①
男
気
餓
、
一
は
尽
力
し
、
フ
ァ
ル
マ
ー
ン
フ
ァ
ル
マ
ー
閣
下
の
も
と
で
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
マ
ハ
ッ
レ
（
街
区
）
の
人
々
を
招
集
し
、
各
人
が
ミ
ー
ル
ザ
ー

　
　
　
・
ア
リ
ー
・
ア
ク
バ
ル
と
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
う
ち
か
ら
キ
ャ
ラ
ー
ソ
タ
ル
を
定
め
る
よ
う
に
と
決
め
た
。
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
マ
ハ
ッ
レ
の

　
　
人
々
が
列
席
す
る
と
、
〔
彼
ら
は
〕
心
底
か
ら
ミ
ー
ル
ザ
i
・
ア
リ
ー
・
ア
ク
バ
ル
が
キ
ャ
ラ
ー
ソ
タ
ル
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
わ
か
っ
た
。
そ

　
　
し
て
フ
ァ
ル
マ
ー
ソ
フ
ァ
ル
マ
ー
閣
下
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
会
議
で
、
シ
ャ
ー
の
フ
ァ
ル
マ
ー
ソ
に
署
名
し
、
適
切
な
弊
衣
（
犀
び
O
一
．
9
挫
同
－
矯
①
　
一
餌
）
N
Φ
ρ
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
与
え
、
彼
を
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
の
キ
ャ
ラ
ー
ソ
タ
ル
に
任
じ
た
門
遷
押
ざ
。
。
］
。

　
こ
う
し
て
シ
ョ
ク
律
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
の
意
に
反
し
、
ア
リ
ー
・
ア
ク
バ
ル
が
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
の
地
位
を
得
た
。
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー

ヒ
ー
ム
失
脚
以
後
、
フ
ァ
ー
ル
ス
で
は
強
力
な
政
治
力
を
持
つ
地
元
住
民
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
引
用
文
か
ら
、

キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
の
人
選
の
主
導
権
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
住
民
に
あ
り
、
地
方
政
庁
内
で
勢
力
を
伸
長
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
ヌ
ー
リ
ー
家
の
影
響
の

及
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
キ
ャ
ラ
ー
ソ
タ
ル
の
人
選
に
は
地
元
住
民
の
意
向
が
強
く
反
映
す
る
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が

こ
こ
で
も
あ
て
は
ま
る
。
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キ
ャ
ラ
ー
ソ
タ
ル
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
住
民
の
意
志
が
具
現
化
し
た
存
在
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
住
民
の
意
志
の
取
り
纒
め
役
に
な
る
こ
と
が
多

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
そ
の
も
の
に
関
す
る
住
民
の
意
見
の
取
り
纒
め
に
は
、
前
節
で
触
れ
た

フ
ァ
サ
ー
イ
ー
家
の
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
彼
は
い
か
な
る
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
フ
”
，
サ
ー
イ
ー
家

は
、
祖
先
が
四
〇
〇
／
一
〇
〇
九
一
一
〇
年
過
ぎ
に
フ
ァ
ー
ル
ス
に
来
て
［
製
H
H
・
H
O
ω
。
。
］
、
多
く
の
ウ
ラ
マ
ー
を
輩
出
し
て
き
た
古
い
名
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
り
、
恐
ら
く
フ
ァ
ー
ル
ス
に
か
な
り
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
の
父
試
冒
鼠
庸
巳
は
フ

ァ
ー
ル
ス
の
一
〇
以
上
の
ボ
ル
：
ク
の
統
治
権
を
保
持
し
て
い
た
。
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
自
身
、
父
の
生
前
か
ら
幾
つ
か
の
ボ
ル
：
ク

の
統
治
権
を
保
持
し
て
い
た
が
、
一
二
一
二
／
一
七
九
七
－
八
年
の
父
の
死
後
、
そ
の
統
治
権
を
も
受
け
継
い
だ
［
二
二
零
ρ
H
押
掛
3
。
彼

が
顕
著
な
活
躍
を
し
た
事
例
は
、
ア
リ
ー
・
ア
ク
バ
ル
の
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
就
任
時
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
人
名
録
に
拠
れ
ば
、

彼
は
地
方
政
庁
の
財
務
官
（
b
ρ
O
q
D
什
O
口
隔
固
）
で
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
一
部
の
統
治
権
保
持
者
の
任
免
を
左
右
し
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
名
士
（
p
．
愚
旨
）
に
頼

り
に
さ
れ
た
［
聖
寒
露
㊤
］
。
「
フ
ァ
ー
ル
ス
の
一
部
の
統
治
権
保
持
者
」
と
は
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
名
士
に
わ
ら
れ
た
点
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、

ヌ
ー
リ
i
家
の
よ
う
な
外
部
か
ら
来
て
間
も
無
い
人
々
で
は
な
く
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
元
住
民
の
場
合
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
年
代

記
に
名
を
残
す
よ
う
な
顕
著
な
活
躍
を
し
な
い
入
物
が
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
住
民
・
フ
ァ
ー
ル
ス
の
名
士
の
動
向
を
左
右
し
た
の
で
あ
る
。
、
・
、
i

ル
ザ
！
・
ジ
ャ
ー
二
i
は
、
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
死
去
ま
で
フ
ァ
ー
ル
ス
の
知
事
職
に
あ
っ
た
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
！
・
シ
ャ
ー
〔
当
時
は

ハ
ー
ン
〕
に
仕
え
た
。
恐
ら
く
そ
の
た
め
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
は
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
i
・
シ
ャ
ー
と
親
し
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

晦
・
彼
の
地
元
住
民
へ
の
影
響
力
の
源
を
シ
・
－
と
の
関
係
だ
け
に
は
求
め
ら
れ
な
い
・
フ
・
サ
ー
イ
ー
家
の
人
は
中
央
政
界
に
論
せ
ず
・

シ
ャ
ー
と
の
関
係
は
ヌ
ー
リ
ー
家
の
方
が
密
接
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
影
響
力
の
基
盤
は
、
フ
ァ
サ
ー
イ
！
家
が
昔
か
ら
フ
ァ

ー
ル
ス
で
築
い
て
き
た
社
会
的
・
経
済
的
地
位
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
元
住
民
の
活
躍
が
途
絶
え
た
時
期
で
さ
え
も
、
彼
ら
、
特
に
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
住
民
の
動
向
を
直
接
掌

握
し
た
の
は
、
ヌ
ー
リ
ー
家
で
は
な
く
、
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
や
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
の
よ
う
な
地
元
有
力
老
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
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な
っ
た
。
、
ミ
ー
ル
ザ
i
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
は
統
治
権
保
持
者
任
免
へ
の
影
響
と
い
う
形
で
、
若
干
地
方
政
治
に
介
入
し
て
い
た
。
そ
し
て
一
二
三

五
／
一
八
一
九
一
二
〇
年
、
彼
の
息
子
と
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
：
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
娘
と
が
結
婚
し
た
の
で
［
遷
H
H
・
8
り
あ
ω
O
・
り
避
、
介
入
の

度
合
い
は
次
第
に
増
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
頃
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
i
・
ハ
ー
ン
は
ワ
ジ
ー
ル
に
就
任
し
た
が
、
ヌ
ー
リ

ー
家
が
繁
栄
を
極
め
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
住
民
は
益
々
彼
ら
が
掌
握
し
に
く
い
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ヌ
ー
リ
i
家
は
ア
リ
ー
・
ア
ク
バ
ル
の
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
就
任
に
反
対
す
る
立
場
を
取
っ
た
。
し
か
し
＝
一
三
四
／
一
八
一
八
一
九
年
頃
、

フ
ァ
ー
ル
ス
に
移
住
し
て
間
も
な
く
没
し
た
ナ
ス
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
の
娘
が
ア
リ
ー
・
ア
ク
バ
ル
と
、
ま
た
章
節
に
述
べ
る
フ
ァ
ー
ル
ス
退

去
の
直
前
に
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
息
子
国
げ
。
貯
ヒ
鍼
げ
囚
げ
巴
が
ア
リ
ー
・
ア
ク
バ
ル
の
娘
と
結
婚
し
［
曇
H
・
鐸
2
、
ヌ

ー
り
1
家
は
新
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
と
の
結
び
付
き
を
強
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
住
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
選
ば
れ
徴
税
に
も

重
要
な
役
割
を
果
す
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
を
通
し
て
、
直
接
掌
握
で
き
な
い
住
民
を
間
接
的
に
支
配
し
よ
う
と
し
た
意
図
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。

㈹
　
ヌ
ー
リ
ー
家
の
追
放

　
フ
ァ
ー
ル
ス
へ
来
た
ヌ
ー
リ
i
家
は
ワ
ジ
ー
ル
を
餐
出
す
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
彼
ら
を
含
む
ヌ
ー
ル
出
身
老
は
突
如
フ
ァ
ー
ル
ス
か
ら
追

放
さ
れ
た
。
本
節
で
は
こ
の
事
件
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
追
放
に
至
る
経
過
を
陶
物
と
睾
の
記
述
で
追
っ
て
み
る
。
事
件
の
発

端
は
　
人
の
ヌ
ー
ル
出
身
者
が
殺
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
淘
恥
に
拠
れ
ば
、
…
人
の
ヌ
ー
ル
出
身
の
従
者
（
匿
。
一
9
1
N
o
導
）
が
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の

暑
地
帯
（
σ
q
錠
9
ω
圃
目
鋒
）
か
ら
シ
ー
ラ
ー
ズ
へ
向
か
う
途
中
、
世
々
（
σ
鉱
鑑
）
の
外
に
夏
薄
地
と
冬
営
地
を
持
っ
て
遊
牧
し
つ
つ
窃
盗
や
悪
事
を

働
い
て
い
た
ト
ル
コ
系
部
族
（
剛
一
働
け
l
O
　
㊤
仲
目
助
一
（
）
の
者
に
殺
害
さ
れ
、
金
銭
を
奪
わ
れ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
需
物
に
拠
れ
ば
二
人
の
ト

ル
コ
人
が
ヌ
ー
ル
の
男
の
手
で
」
、
義
に
拠
れ
ば
「
ヌ
ー
ル
出
身
者
の
集
団
が
（
す
ヨ
倒
．
送
出
累
鼠
）
が
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
部
族
（
早
。
ρ
霧
げ
愚
、
剛
）

の
男
を
シ
ー
ラ
ー
ズ
で
殺
し
た
。
」
こ
う
し
て
「
ト
ル
コ
人
と
ヌ
ー
ル
出
身
者
の
間
の
対
立
が
表
面
化
し
た
。
諸
部
族
（
認
9
1
什
）
は
都
市
〔
シ
…
ラ

ー
ズ
〕
に
来
て
、
合
意
し
、
ヌ
ー
ル
出
身
者
と
争
い
始
め
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
人
々
も
諸
部
族
に
賛
同
し
、
群
衆
と
な
っ
て
殺
害
者
〔
ト
ル
コ
人
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を
殺
害
し
た
ヌ
ー
ル
出
身
者
〕
を
要
求
し
た
。
」
葛
包
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ー
ミ
ー
ル
ザ
…
は
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
i
・
ハ
ー
ン
と
シ
ョ
ク
ロ

ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
に
殺
害
者
を
引
き
渡
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
彼
ら
は
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
沁
功
に
拠
れ
ば
、
「
フ
ァ
ー
ル
ス
の
人
々

は
こ
れ
に
つ
い
て
恨
み
を
抱
き
、
事
態
は
銃
撃
戦
に
な
っ
て
、
す
べ
て
の
部
族
と
都
市
民
〔
シ
ー
ラ
…
ズ
の
住
民
〕
が
、
反
ヌ
ー
ル
出
身
者
で

手
を
結
ん
だ
。
」
ま
た
莞
に
拠
れ
ば
、
「
フ
ァ
ー
ル
ス
の
諸
部
族
は
群
れ
を
な
し
、
ヌ
ー
ル
出
身
者
の
マ
ハ
ッ
レ
を
取
り
囲
ん
だ
。
」
事
態
を

収
拾
す
る
た
め
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
二
・
・
ー
ル
ザ
ー
は
ヌ
ー
ル
出
身
者
を
追
放
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
彼
ら
は
フ
ァ
ー
ル
ス
を
離
れ
マ
ー
ザ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ン
ダ
ラ
ー
ソ
へ
向
か
っ
た
門
勾
効
H
区
”
刈
H
◎
◎
一
悶
窯
押
刈
蒔
2
。

　
以
上
が
事
件
の
概
略
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
遊
牧
部
族
が
ヌ
ー
ル
出
身
者
の
反
対
勢
力
の
主
導
権
を
取
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
義
で

は
「
ヌ
！
ル
出
身
者
の
集
団
が
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
部
族
の
男
を
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
町
で
殺
し
た
」
こ
と
が
、
事
態
激
化
の
経
過
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
フ
ァ
ー
ル
ス
の
遊
牧
部
族
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
の
動
向
、
及
び
そ
れ
と
ヌ
ー
リ
i
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
調
べ
、
事
件
の
背
景
を
探

っ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
時
代
に
は
既
に
フ
ァ
ー
ル
ス
で
生
活
し
て
い
た
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
は
、
ア
ー
ガ
i
・
モ
ハ
ン
マ
ド
時
代
に
は
フ
ァ
ー
ル
ス

の
他
の
遊
牧
部
族
同
様
、
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
い
た
。
し
か
し
＝
一
三
四
／
一
八
一
八
－
九
年
、
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
の
ジ
ャ
ー
二

i
・
ハ
ー
ン
が
フ
ァ
ー
ル
ス
の
遊
牧
部
族
の
イ
ー
ル
ハ
ー
二
i
に
任
命
さ
れ
、
一
二
三
六
／
一
八
二
一
年
、
彼
は
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
！
・
、
ミ
ー

ル
ザ
ー
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
遊
牧
部
族
間
の
紛
争
調
停
に
派
遣
さ
れ
た
［
聖
H
・
鳶
O
］
。
こ
の
よ
う
に
徐
々
に
フ
ァ
ー
ル
ス
の
遊
牧
部
族

の
中
で
の
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
の
優
越
性
、
イ
ー
ル
ハ
ー
二
i
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
性
格
が
明
瞭
に
な
る
。
ジ
ャ
ー
山
辺
・
ハ
ー
ン
は
一
二
三

九
／
一
八
二
三
一
四
年
に
没
し
た
が
、
イ
ー
ル
ハ
ー
ニ
ー
の
地
位
を
息
子
冨
。
廿
ρ
ヨ
ヨ
巴
．
と
圃
囚
ぴ
習
が
継
い
だ
［
箋
H
H
し
一
8
高
δ
ご
。
そ

し
て
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ー
・
・
ー
ル
ザ
ー
は
彼
が
「
フ
ァ
ー
ル
ス
の
諸
部
族
の
圃
涛
鼠
旨
で
、
富
と
力
を
持
ち
、
勇
敢
で
お
お
い
に
仕
え
る
こ

と
が
で
き
る
兄
弟
た
ち
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
彼
に
も
姻
戚
関
係
の
名
誉
を
賜
っ
た
。
」
葛
動
H
×
－
ご
。
。
］
つ
ま
り
自
分
の
娘
と
結
婚
さ
せ
た
の

だ
が
、
こ
の
結
婚
は
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
と
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
娘
と
の
結
婚
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
行
わ
れ
た
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窯
〉
「
H
・
謬
メ
鍔
ご
〇
一
一
。
こ
こ
で
も
ヌ
ー
リ
ー
家
の
繁
栄
の
影
で
地
元
勢
力
の
伸
長
が
認
め
ら
れ
る
。

　
さ
て
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
…
ー
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
姻
戚
に
な
っ
た
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
；
の
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
・
ハ
…
ン
は

　
　
力
を
得
て
、
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
…
ソ
と
絶
え
ず
争
い
あ
っ
た
。
二
人
は
フ
ァ
ー
ル
ス
の
人
た
ち
の
一
団
を
自
分
に
従
え
、
ひ
そ
か
に
、
い
つ
の
時
代

　
　
に
も
あ
る
よ
う
に
、
フ
ァ
ル
マ
ー
ソ
フ
ァ
ル
マ
ー
の
気
を
自
分
の
方
へ
引
こ
う
と
し
た
【
肉
細
H
〆
謡
。
。
｝
。

鳴
O
b
。
心
。
。
＼
α
卜
。
も
イ
ー
ル
一
頃
ニ
ー
と
ヌ
ー
リ
ー
家
と
の
対
立
を
示
唆
し
て
い
る
。
　
一
八
二
七
年
、
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
で
内
紛
が
発
生
、
ホ
セ
イ

ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
王
子
属
留
ぼ
疑
鋤
⇒
竃
解
N
9
1
が
派
遣
さ
れ
た
。
彼
は
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
の
政
権
を
掌
握
、
自
分
の
ワ
ジ
ー
ル
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
を
任
命
し
た
が
、
そ
の
後
間
も
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
内
紛
の
処
置
に
つ
い
て
の
保
証
を
ヌ
ー
シ
ル
ワ
ー
ン
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ミ
ー
ル
ザ
！
と
、
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
i
・
ハ
ー
ン
で
は
な
く
イ
ー
ル
ハ
ー
ニ
ー
に
求
め
て
い
る
。
当
時
の
シ
ョ
ク
ロ
ヅ
ラ
i
・
ハ
ー
ン
の
地
位
は

不
明
で
あ
る
。
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
の
勾
Φ
ω
嵐
①
客
に
赴
任
し
た
芝
房
。
⇒
が
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
i
・
ハ
ー
ン
に
一
八
二
七
年
三
月
一
＝
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

け
で
着
任
報
告
を
送
っ
て
い
る
の
で
、
ま
だ
彼
が
ワ
ジ
ー
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
一
〇
日
程
後
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
「
イ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ハ
ソ
〔
イ
ー
ル
ハ
ー
ニ
ー
〕
の
影
響
力
増
大
と
大
臣
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
運
の
衰
退
」
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
ニ
ヵ
月
半
後
に
は
既
に
、

「
最
近
積
も
っ
て
き
た
屈
辱
と
不
幸
か
ら
健
康
を
損
ね
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
に
か
わ
っ
て
、
新
ワ
ジ
ー
ル
鼠
8
冨
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

竃
夢
。
上
巴
諺
露
門
寓
冒
鼠
窯
。
＃
勢
ヨ
日
ρ
α
、
と
昌
が
任
命
さ
れ
て
い
る
」
と
報
告
し
て
い
る
。
以
上
の
史
料
よ
り
、
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
を
中

心
と
す
る
遊
牧
部
族
に
支
持
さ
れ
る
イ
！
ル
ハ
ー
二
一
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
・
ハ
ー
ン
の
勢
力
伸
長
の
結
果
、
ヌ
ー
リ
ー
家
が
追
放
さ
れ

た
と
言
え
る
。

　
箇
く
に
拠
れ
ば
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
が
ワ
ジ
ー
ル
に
な
る
と
「
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
の
覇
権
（
け
9
ω
㊤
一
一
〇
汁
）
に
よ

っ
て
、
ヌ
ー
リ
ー
部
族
（
矧
岩
囲
曾
饗
累
9
邑
は
様
々
な
不
適
当
な
こ
と
を
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
人
々
に
対
し
て
行
っ
た
。
」
そ
し
て
ホ
セ
イ
ン
・
ア

リ
ー
ー
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
姉
妹
が
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
と
、
娘
が
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン
と
結
婚
す
る
と
、
「
ヌ
ー
ル
出
身
者

た
ち
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
人
々
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
諸
部
族
、
ボ
ル
ー
ク
に
対
す
る
支
配
（
①
ω
芭
倒
、
）
は
度
が
過
ぎ
」
る
よ
う
に
な
り
、
「
ヌ
ー
リ
ー
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部
族
と
シ
ー
ラ
！
ズ
、
諸
部
族
、
ボ
ル
ー
ク
の
人
々
と
の
間
に
殺
害
事
件
が
起
こ
り
、
そ
の
う
ち
に
、
双
方
数
人
が
殺
さ
れ
、
互
い
に
復
讐
の

た
め
に
、
路
地
や
バ
ー
ザ
ー
ル
で
殺
し
合
い
を
し
ょ
う
と
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
」
［
H
・
課
O
］
こ
の
よ
う
に
、
遊
牧
部
族
だ
け
が
ヌ
ー
リ
ー
家

と
対
立
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ヌ
ー
リ
ー
家
や
ヌ
ー
ル
出
身
者
へ
の
反
感
は
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
や
ボ
ル
ー
ク
の
住
民
に
も
広
が
っ
て
い
た
。
そ

れ
故
彼
ら
は
遊
牧
部
族
の
動
き
に
追
随
し
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
イ
ー
ル
ハ
三
二
i
を
初
め
と
す
る
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
と
ヌ
ー
リ
i
家
と
の
具
体
的
な
対
立
点
と
は
何
か
。
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
第
↓
は
、
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
の
利
害
と
ヌ
ー
リ
ー
家
が
フ
ァ
ー
ル
ス
で
得
た
権
益
と
の
対
立
で
あ
る
。
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
ー
・
ハ
ー
ン

は
今
回
の
追
放
後
、
再
び
フ
ァ
ー
ル
ス
に
戻
る
が
、
追
放
の
前
と
後
に
、
フ
ァ
ー
ル
ス
内
の
ρ
副
。
囚
財
鵠
P
冒
団
。
奪
o
b
ご
巳
昏
p
げ
お
国
げ
8
い

誇
欝
㊤
お
属
書
鐵
7
Φ
言
㊤
き
帥
。
。
ω
騨
巳
堵
固
感
鼠
σ
巴
”
Q
D
諄
く
8
け
鋤
昌
の
統
治
権
を
得
た
［
鞄
銅
箋
？
箋
謡
。
こ
れ
ら
は
マ
日
子
レ
・
マ
マ
サ
ニ

ー
を
除
く
全
て
が
カ
シ
ュ
小
一
イ
ー
の
冬
営
地
に
該
当
し
て
い
た
可
能
性
が
強
い
［
し
d
①
畠
δ
。
。
ρ
り
b
。
も
G
。
］
。
従
っ
て
シ
ョ
ク
ロ
ッ
ラ
i
・
ハ
ー

ン
が
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
の
冬
営
地
の
統
治
権
を
追
放
前
に
保
持
し
て
い
た
場
合
、
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
冬
営
地
の
住
民
と

彼
ら
に
対
す
る
徴
税
権
を
持
つ
シ
ョ
ク
採
ッ
ラ
i
・
ハ
ー
ン
と
の
焼
身
が
、
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
と
ヌ
ー
リ
ー
家
と
の
対
立
に
発
展
し
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
中
央
（
テ
ヘ
ラ
ー
ソ
）
対
地
方
（
フ
ァ
…
ル
ス
）
と
い
う
対
立
の
図
式
で
あ
る
。
前
章
三
節
で
触
れ
た
が
、

イ
ー
ル
ハ
ー
二
！
の
兄
弟
は
、
追
放
後
再
び
フ
ァ
ー
ル
ス
へ
来
よ
う
と
し
た
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
を
妨
害
し
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
へ
入

れ
な
か
っ
た
冤
向
×
為
ω
回
。
後
者
の
任
務
は
フ
ァ
ー
ル
ス
か
ら
中
央
へ
の
納
税
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
彼
を
通
し
て
徴
税
し
よ
う
と

す
る
テ
ヘ
ラ
ー
ン
と
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
元
勢
力
の
一
つ
と
の
対
立
が
、
事
件
の
本
質
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ヌ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

リ
ー
家
追
放
ま
で
の
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
の
動
向
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
結
論
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

　
①
　
こ
の
分
類
の
使
用
は
本
稿
に
限
ら
な
い
。
例
え
ば
ラ
ム
ト
ン
民
は
イ
ラ
ン
赴
会
　
　
　
　
②
　
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
に
関
し
て
以
下
の
論
文
が
あ
る
。
≦
■
翌
o
o
さ
．
、
昌
お
O
ヨ
8

　
　
を
け
二
σ
巴
σ
Q
機
。
ロ
や
四
望
p
σ
q
①
α
q
厭
0
5
》
け
9
〈
昌
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
［
〉
・
穴
■
ω
・
　
　
　
　
o
｛
閑
巴
倒
葺
錠
ぎ
の
p
智
戦
℃
窪
鍮
2
、
．
旨
ミ
M
§
N
澱
暮
馬
両
“
§
§
剰
詩
§
ミ
硫
。
亀
ミ

　
　
ピ
騨
諺
σ
8
戸
N
丸
§
ミ
“
砺
8
馬
鴨
億
§
℃
ミ
無
3
画
扇
ミ
裳
馳
“
ミ
こ
馬
ミ
ミ
馬
§
烏
竃
窪
田
。
噛
“
　
　
　
　
　
亀
馬
無
。
鳶
ミ
．
薯
馬
O
蕊
§
＝
心
（
お
証
）
．
〉
．
淡
．
ω
．
い
9
日
算
。
麟
、
、
圏
〉
じ
》
翼
円
〉
菊
”
、
”

　
　
℃
§
、
罫
ミ
㎞
＄
ω
0
7
0
9
0
h
O
二
①
葺
巴
ρ
旨
鳥
＞
h
鼠
＄
影
ω
け
g
臼
。
ひ
P
一
㊤
総
】
。
　
　
　
　
　
　
建
汐
厳
①
諺
㌧
．
．
臼
，
げ
①
○
津
8
0
｛
訳
a
帥
三
二
胸
突
費
．
昏
。
し
∩
p
融
≦
置
切
騨
コ
戚
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ヌーリー家とカージャール朝初期のファールス地方（長谷川）

　
〉
｛
汐
p
話
㌧
．
．
』
ミ
、
ミ
曜
器
靴
．
O
適
恥
ミ
ミ
募
ミ
§
噛
、
、
賄
9
1
亀
■
さ
三
舞
↓
o
汀
p
詳
一
㊤
①
Q
。
．

　
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
も
含
め
た
目
筈
昌
鵠
の
行
政
官
に
つ
い
て
の
論
考
が
あ
る
。
水

　
田
正
史
「
一
九
世
紀
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
都
市
行
政
官
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
『
日
本

　
中
東
学
会
年
報
』
第
四
一
巻
第
一
号
（
一
九
八
九
）
。

③
　
フ
ァ
ー
ル
ス
そ
の
も
の
の
翻
心
が
一
定
で
は
な
く
、
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
初
期
に

　
限
ら
ず
ボ
ル
ー
ク
の
正
確
な
数
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
憶
≧
及
び
二
〇
世

　
紀
初
頭
の
史
料
に
見
ら
れ
る
ボ
ル
ー
ク
の
数
に
つ
い
て
は
b
⇔
①
o
押
お
。
。
ρ
O
弥

④
　
ペ
ッ
ク
氏
に
よ
れ
ば
ボ
ル
ー
ク
の
α
q
o
＜
Φ
登
記
「
、
≧
の
表
現
で
は
廿
。
冨
ヨ
母

　
を
持
つ
者
、
9
7
鐸
。
ヨ
い
骨
。
閃
ヨ
品
コ
］
の
義
務
は
雷
寓
ρ
鉱
o
P
冨
’
5
0
脱
畠
韓
で
あ
る

　
が
　
［
し
σ
①
o
騨
一
㊤
o
。
ρ
①
2
、
ケ
。
搾
蘭
旨
旨
の
権
利
・
義
務
の
正
確
な
規
定
の
た
め
に

　
は
、
ま
だ
多
く
の
事
例
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
や
や
後
年
の
も
の
で
あ
る
が
コ

　
ニ
七
一
～
三
／
一
八
五
三
～
七
年
〕
、
言
答
ヨ
舞
が
徴
税
権
・
納
税
の
義
務
を

　
含
む
こ
と
を
示
す
一
事
例
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。
鳥
目
嵜
四
竃
。
σ
p
ヨ
ヨ
p
α
、
≧
矧

　
囚
鼠
影
累
。
脳
三
巴
－
諸
。
一
一
【
な
る
人
物
は
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
幾
つ
か
の
ボ
ル
ー
ク

　
の
言
召
ヨ
暮
を
持
っ
て
い
た
が
『
≧
押
。
。
O
昌
、
税
を
年
の
初
め
に
徴
収
せ

　
ず
、
ざ
し
あ
た
り
自
分
の
資
本
で
納
税
し
て
お
き
、
年
末
に
徴
収
し
た
肩
≧
H
H
、

　
㊤
刈
2
。

⑤
じ
σ
㊦
o
騨
δ
。
。
9
卜
。
O
．
ジ
ャ
ー
ニ
ー
・
ハ
ー
ン
は
単
に
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
だ
け
の
イ

　
ー
ル
ハ
：
ニ
ー
で
は
な
く
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
遊
牧
部
族
の
イ
ー
ル
ハ
ー
二
一

　
（
鼻
増
嵩
受
。
八
口
雫
Φ
諭
冨
）
で
あ
っ
た
【
、
≧
H
㌧
諺
8
。
ペ
ッ
ク
氏
の
聞
き
取

　
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
．
、
丁
銀
訂
嵩
．
、
と
い
う
称
号
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
時
代
に
既
に

　
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
に
与
え
ら
れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
［
じ
ロ
。
鼻
一
ゆ
。
。
◎
総
］
。

⑥
勺
●
○
σ
。
『
「
ぎ
α
Q
噛
§
①
O
蕊
ぎ
鋤
．
帥
≧
§
ミ
§
曼
碧
詩
嚢
δ
口
説
σ
q
器
㌧
お
置
’

　
心
卜
。
．
b
ご
0
9
（
一
㊤
G
Q
⊂
ゐ
℃
Σ
．

⑦
第
一
章
の
註
⑨
で
触
れ
た
三
一
旨
倒
幻
。
翁
ρ
o
嵩
囚
プ
9
1
〒
Φ
累
㊤
〈
餌
、
一
の
こ
と
。

　
チ
ャ
ラ
ー
グ
・
ア
リ
ー
・
ハ
…
ン
は
彼
の
い
と
こ
で
娘
婿
で
あ
る
『
〉
「
H
、
0
2
】
。

⑧
　
例
外
と
し
て
一
二
二
三
／
一
八
○
八
年
頃
フ
ァ
ー
ル
ス
の
ワ
ジ
ー
ル
に
就
任
し

　
た
フ
♂
言
ヨ
ヨ
m
色
閉
暫
葺
多
望
ロ
を
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
の

　
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
と
異
な
り
、
彼
の
政
治
的
成
功
の
基
盤
は
フ
ァ
ー

　
ル
ス
の
地
域
社
会
に
根
差
し
て
い
た
と
は
雷
え
な
い
。
父
は
切
欝
冨
鐸
の
商
人

だ
が
商
売
に
失
敗
し
、
彼
自
身
は
、
O
器
く
冒
出
身
の
大
商
人
で
シ
ャ
ー
に
よ
っ

　
て
イ
ン
ド
に
派
遣
さ
れ
た
義
兄
弟
の
も
と
で
働
き
、
ま
た
そ
の
死
後
は
後
継
者
と

し
て
イ
ン
ド
へ
派
遣
さ
れ
財
を
な
し
た
。
そ
し
て
帰
国
後
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
の
支
配

　
者
〔
恐
ら
く
統
治
権
保
持
者
〕
を
経
て
、
ワ
ジ
ー
ル
に
就
任
し
た
。
イ
ン
ド
派
遣

　
の
際
も
、
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
で
の
地
位
を
獲
得
し
た
際
も
、
中
央
や
シ
ー
ラ
ー
ズ
で

　
巨
額
の
金
銭
工
作
を
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
［
§
面
目
ミ
ト
ト
。
ω
］
、
ワ
ジ
ー

　
ル
就
任
時
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
地
位
は
義
兄

　
弟
の
後
継
者
故
に
得
た
外
交
上
の
経
歴
と
財
力
に
基
づ
く
。
ま
た
彼
の
政
治
的
成

功
の
影
響
を
享
受
し
た
近
親
者
と
し
て
は
、
ブ
ー
シ
ェ
ヘ
ル
の
支
配
者
に
な
っ
た

　
兄
弟
一
人
し
か
見
い
だ
せ
な
い
。
恐
ら
く
中
央
の
政
敵
に
よ
り
彼
は
ワ
ジ
ー
ル
か

　
ら
失
脚
さ
せ
ら
れ
、
間
も
な
く
没
し
た
が
、
そ
の
後
瀬
の
一
族
は
フ
ァ
ー
ル
ス
で

　
顕
著
な
活
躍
は
し
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
彼
は
フ
ァ
ー
ル
ス
で
政
治
的
、
社
会
的

勢
力
を
形
成
し
な
か
っ
た
。
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。

　
∪
’
≦
二
σ
q
茸
、
§
恥
勺
ミ
亀
§
嵩
§
ミ
9
砧
防
こ
ぎ
笥
9
碗
ミ
娩
画
ピ
。
蝕
o
P
お
g
。
伊
℃
や

　
ω
ら
ム
。
。
．
言
．
影
0
9
器
葛
ヨ
岸
－
U
接
類
。
冨
㌧
さ
§
ミ
壽
ξ
ミ
き
ミ
偽
暮
ミ
N
鼠
こ
N
ミ

　
叢
。
。
ミ
’
麟
即
日
σ
霞
σ
q
層
翻
り
お
、
唱
唱
幽
切
◎
。
占
ρ
、
§
3
Q
。
卜
。
凸
◎
。
．
団
≧
踏
㌧
㊤
認
■

⑨
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
弟
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
マ
ー
ン
が

　
こ
の
時
ま
で
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
で
あ
っ
た
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
他
の
人

　
物
の
キ
ャ
ラ
ー
ソ
タ
ル
就
任
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
、
≧
で
は
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル

　
の
変
遷
を
確
実
に
追
っ
て
お
り
、
ま
た
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
就
任

　
は
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
失
脚
に
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ー
ガ
ー
・

　
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
マ
ー
ン
が
こ
の
時
点
ま
で
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
で
あ
っ
た
と
考
え

　
ら
れ
る
。
た
だ
し
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
マ
ー
ン
は
、
一
一
芸
＝
／
一
七

　
九
八
年
の
フ
ァ
ー
ル
ス
知
事
の
シ
ャ
ー
に
対
す
る
反
乱
の
際
に
失
明
さ
せ
ら
れ
た

（795）29



　
の
で
、
実
質
的
な
政
務
を
別
の
人
物
が
代
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

⑩
ア
、
ミ
ー
ノ
ッ
ド
ウ
レ
は
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
娘
婿
で
あ
る
が
、
そ

　
の
一
族
の
失
脚
に
よ
っ
て
も
大
き
な
影
響
は
受
け
ず
、
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
知
寮
を

　
務
め
［
肉
≧
角
㌧
㊦
。
。
b
。
嚇
淘
動
H
×
℃
巽
ご
≧
8
押
一
一
出
、
一
天
ニ
一
／
｝
八
〇
六
年

忌
か
ら
は
ヨ
。
ω
8
ロ
ぼ
鎮
ー
ヨ
9
日
弩
①
｝
（
の
地
位
に
あ
っ
た
［
勺
≧
㌍
Φ
O
さ
。
噛
旬
向
困
×
層

　
亀
①
㎞
≧
↓
押
ぱ
ご
』
打
鳴
押
置
。
。
O
］
。
そ
し
て
一
二
二
四
／
一
八
〇
九
－
一
〇

　
年
に
は
、
彼
の
と
り
な
し
で
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
姉
妹
の
子
［
鵠
向

　
に
拠
れ
ば
姉
妹
の
子
で
娘
婿
〕
の
窓
冒
N
倒
〉
σ
〇
四
乍
劇
器
き
が
対
人
使
節
に
選

　
ば
れ
、
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
一
族
は
乱
丁
さ
れ
た
［
効
」
く
敢
為
O
O
…
需
甥
H
×
》

　
蒔
朝
◎
◎
噛
」
く
目
押
一
〇
〇
Σ
o

⑪
引
用
箇
所
よ
り
「
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
」
と
「
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方

　
の
キ
ャ
ラ
ー
ソ
タ
ル
」
は
併
存
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
ア
リ
ー
・
ア
ク

　
バ
ル
は
こ
の
後
、
肉
≧
に
お
い
て
「
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
」
と
し
て

　
言
及
さ
れ
る
か
ら
窟
≧
H
㌧
蕊
O
、
誤
9
謹
二
、
両
者
は
同
じ
も
の
を
詣
す
。

⑫
例
え
ば
同
家
の
一
人
〔
．
一
〇
二
三
／
一
六
一
四
一
五
年
没
〕
は
フ
ァ
ー
ル
ス
で

　
新
た
に
村
を
興
し
［
笥
≧
岡
押
H
O
島
］
、
．
一
二
／
一
八
世
紀
に
ミ
ー
ル
ザ
i
・
ハ
ー

　
デ
ィ
ー
の
祖
父
は
、
荒
れ
地
に
な
っ
て
い
た
ボ
ル
ー
ク
鳩
塁
倒
の
す
べ
て
の
村
と

　
農
地
を
購
入
し
開
発
し
た
罵
之
囹
押
O
揺
］
。

⑬
箋
算
総
9
り
b
。
り
．
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
は
＝
入
二
／
一
七
六
八
…

　
九
年
生
ま
れ
で
、
フ
ァ
ト
フ
．
・
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
〔
当
時
は
ハ
…
ソ
〕
が
フ
ァ
ー

　
ル
ス
知
事
を
辞
し
た
の
は
　
二
一
二
／
一
七
九
七
年
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ミ
ー
ル

　
ザ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
自
身
も
フ
ァ
ー
ル
ス
知
事
時
代
の
フ
ァ
ト
フ
・
ア
リ
ー
・
シ

　
ャ
ー
の
も
と
で
財
務
官
と
し
て
働
い
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

⑭
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
で
は
、
こ
の
菓
件
は
一
二
四
四
／
一
入
二
八
…
九
年
の
出
来

　
事
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
尉
O
に
拠
れ
ば
一
八
二
七
月
六
月
　
四
日
、
即
ち

　
～
二
四
二
年
∪
7
ロ
卑
幣
ρ
帥
、
費
月
　
九
日
に
は
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン

　
は
ワ
ジ
ー
ル
の
席
を
明
け
渡
し
て
い
る
［
鴨
○
卜
。
蒔
Q
。
＼
露
ぎ
・
窃
伊
≦
貯
§
陣
。

　
客
⑦
’
〈
喜
p
曇
躍
増
口
Φ
お
ミ
］
。
ま
た
彼
式
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
着
任
報
告
か
ら
一

　
八
二
七
年
三
月
二
一
日
、
　
つ
ま
り
一
二
四
二
年
6
。
7
p
、
σ
ぎ
月
二
二
日
ま
で
は
、

　
ワ
ジ
ー
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
買
O
b
⊃
亟
。
。
＼
総
ぎ
誌
ρ
を
ま
。
猶

　
8
N
き
幕
。
国
冨
詳
卜
。
一
虚
血
。
『
一
Q
。
b
。
Σ
、
解
任
は
こ
の
間
で
あ
る
。
切
○
は
ヌ

　
ー
リ
ー
家
の
フ
ァ
ー
ル
ス
か
ら
の
追
放
を
伝
え
て
い
な
い
が
、
黙
件
の
経
過
か
ら
、

　
ワ
ジ
ー
ル
解
任
後
間
も
な
く
追
放
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
ガ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
の
起
源
に
つ
い
て
定
説
は
な
い
が
、
イ
レ
ル
ハ
ー
ニ
ー
を
輩

　
出
し
た
ω
ぴ
餌
冨
冨
家
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
シ
ャ
ー
に
よ
リ
フ
ァ
ー
ル
ス
に
派

遣
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
冨
①
臭
お
。
。
①
藁
。
。
］
。

⑯
凋
O
b
。
蒔
。
。
＼
認
き
．
。
。
9
ω
霞
き
蕊
ε
Z
⑦
’
§
訂
β
お
男
①
σ
語
四
蔓
お
N
8

⑰
凋
O
b
。
心
。
。
＼
紹
コ
。
・
心
ρ
Q
。
3
琶
島
ε
ッ
〔
落
丁
の
た
め
宛
て
先
不
明
〕
、
b
。
遭
。

　
鳩
。
σ
同
q
母
唄
一
Q
Q
卜
o
N

⑱
切
○
鍾
◎
。
＼
総
ロ
。
誌
P
工
房
。
目
8
N
8
冨
。
園
冨
斜
臼
旨
窺
。
ロ
H
。
。
b
。
8

⑩．

j
O
漣
。
。
＼
高
き
幽
認
、
≦
一
山
8
ε
録
p
。
α
。
山
山
9
G
。
O
冨
霞
割
μ
一
。
。
b
。
メ
こ
の

　
時
点
で
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
が
解
任
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
。

⑳
凋
O
b
。
幽
。
。
＼
総
8
」
罫
≦
智
。
コ
酔
。
嶺
睾
夢
餌
β
＝
智
H
δ
H
Q
。
邸
刈
・

⑳
し
σ
似
旨
島
匿
お
①
。
。
崇
H
、
幽
O
刈
に
拠
る
と
、
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ニ
モ
ー
ル
ザ
ー

　
は
対
ロ
シ
ア
戦
後
の
混
乱
に
乗
じ
皇
太
子
、
〉
σ
σ
留
置
貿
昌
や
中
央
政
府
に
反
発

　
し
た
が
、
そ
れ
に
反
対
す
る
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
と
寒
帯
が
生
じ
た

　
た
め
彼
を
解
任
し
た
。
し
か
し
こ
の
記
述
の
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
同
書
に

　
　
拠
る
と
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ミ
…
ル
ザ
ー
の
こ
の
動
き
は
、
ロ
シ
ア
軍
の
タ
ブ

　
リ
ー
ズ
占
領
以
降
だ
が
［
じ
σ
9
ー
ヨ
鉱
麟
O
同
◇
。
⑦
ら
。
㌍
Q
。
も
。
㊤
］
、
占
領
は
＝
一
四
三
年
で

　
冒
・
切
望
ω
ρ
ミ
〉
じ
d
し
d
》
o
B
ン
自
菊
N
卸
．
、
h
N
二
、
本
稿
で
考
察
し
た
モ
ハ
ン
マ
ド
，

　
ザ
キ
！
・
ハ
ー
ン
の
失
脚
時
期
Ω
二
四
二
〕
の
後
で
あ
る
〔
本
章
註
⑭
参
照
〕
。
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お
　
わ
　
り
　
に

ヌーリ一家とカージャール朝初期のファールス地方（長谷川）

　
本
稿
で
は
ヌ
ー
リ
i
家
の
動
向
を
通
し
て
フ
ァ
ー
ル
ス
の
社
会
状
況
の
描
写
を
試
み
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
同
家
が
中
央
で
の
信
用
と
フ
ァ
ー

ル
ス
知
事
の
側
近
と
し
て
の
立
揚
を
背
景
に
、
地
方
政
庁
で
極
め
て
有
力
で
あ
っ
た
こ
と
、
中
央
の
利
益
を
代
弁
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
次
に
、
ヌ
ー
リ
一
家
の
性
格
・
動
向
を
ふ
ま
え
、
彼
ら
と
地
域
社
会
と
の
接
点
か
ら
後
者
の
状
況
を
考
察
し
た
。

結
論
は
二
つ
に
大
別
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
や
ボ
ル
ー
ク
の
住
民
は
、
彼
ら
だ
け
で
ヌ
ー
リ
：
家
の
地
位
を
脅
か
す
程
の
政
治
的

影
響
力
は
持
た
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
住
民
は
同
家
の
支
配
を
唯
々
諾
々
と
受
け
入
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は

自
分
達
と
地
方
政
庁
と
の
結
節
点
で
あ
る
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
の
人
選
に
ヌ
ー
リ
i
家
の
介
入
を
許
さ
ず
、
直
接
に
は
、
こ
の
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル

や
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
他
の
有
力
者
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
遊
牧
部
族
社
会
の
中
で
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
が
拾
頭
し
、
そ
の

有
力
者
は
ヌ
ー
リ
ー
家
の
地
方
政
庁
内
で
の
地
位
を
脅
か
し
、
や
が
て
彼
と
カ
シ
ュ
カ
ー
イ
ー
を
中
心
と
す
る
遊
牧
部
族
は
、
政
治
的
有
力
者

で
あ
る
同
家
を
排
除
す
る
程
の
一
大
勢
力
に
成
長
し
た
。
地
元
住
民
掌
握
が
脆
弱
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ヌ
ー
リ
ー
家
が
地
方
政
庁
の
有
力

者
と
し
て
フ
ァ
ー
ル
ス
に
留
ま
っ
て
い
ら
れ
た
の
は
、
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
…
ヒ
ー
ム
一
族
の
よ
う
な
政
治
的
に
有
力
な
地
元
住
民
が
不
在
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
ヌ
ー
リ
…
家
追
放
は
、
そ
う
し
た
状
況
に
終
止
符
を
打
つ
事
件
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
で
は
地
方
政
庁
の
有
力
者
を
通
し
て
フ
ァ
ー
ル
ス
の
地
域
社
会
を
見
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
が
、
墨
書
の
関
係
は
大
ま
か
に
し
か
描

く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
地
元
住
民
の
動
向
に
関
し
て
も
、
地
方
政
庁
の
統
治
の
体
制
や
そ
の
実
態
に
関
し
て
も
、
あ
ま
り
に
も
情

報
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
し
か
し
、
地
域
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
人
々
が
政
治
的
行
動
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
執
り
う
る
か

が
明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
地
元
住
民
が
地
方
政
庁
に
対
し
て
持
つ
影
響
力
の
度
合
に
つ
い
て
、
ヌ
ー
リ
ー
家
を
指
標
に
し
た
お
お
よ
そ
の
目
安

が
得
ら
れ
た
と
思
う
。

　
こ
の
事
件
の
の
ち
、
追
放
さ
れ
た
ヌ
ー
リ
ー
家
の
一
部
は
再
び
フ
ァ
ー
ル
ス
に
戻
っ
て
来
る
。
し
か
し
既
に
フ
｝
，
ー
ル
ス
の
状
況
は
大
き
く

31　（797）



変
化
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
遊
牧
部
族
や
キ
ャ
ラ
ー
ン
タ
ル
な
ど
の
地
元
勢
力
、
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ー
・
・
ー
ル
ザ
i
、
地
元
出
身
の
1
従

っ
て
モ
ハ
ソ
マ
ド
・
ザ
キ
ー
・
ハ
ー
ン
と
は
異
な
る
性
格
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
ー
ワ
ジ
ー
ル
が
活
発
に
活
動
し
、
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た

動
乱
期
に
向
か
う
。
こ
の
動
乱
期
に
起
き
た
諸
事
件
の
実
態
や
本
質
を
究
明
す
る
た
め
、
今
後
、
本
稿
の
考
察
結
果
を
ふ
ま
え
、
ヌ
ー
リ
ー
家

追
放
後
の
地
元
勢
力
や
戻
っ
た
ヌ
ー
リ
ー
家
も
含
め
た
地
方
政
庁
の
人
々
の
動
向
、
そ
の
相
互
関
係
、
中
央
と
の
関
係
等
を
考
察
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
う
し
た
考
察
が
、
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
ー
ミ
ー
ル
ザ
ー
以
後
の
フ
ァ
ー
ル
ス
の
政
治
的
・
社
会
的
情
勢
、
ひ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
細
か
く
分
裂
し
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
多
様
だ
と
言
わ
れ
る
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
時
代
の
イ
ラ
ン
社
会
を
理
解
す
る
一
助
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　
①
　
ヌ
ー
リ
ー
家
で
は
な
く
地
方
政
庁
に
関
す
る
言
及
で
は
あ
る
が
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
　
　
　
　
　
h
ミ
ミ
リ
§
職
§
ミ
智
ミ
蓉
、
蔓
』
ミ
靴
ミ
馬
穿
詮
砺
ミ
島
窃
α
（
一
㊤
刈
ら
Y
一
9
N
海
．

　
　
氏
も
ハ
ー
ジ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
失
脚
以
後
の
フ
ァ
ー
ル
ス
の
名
士
（
四
．
望
倒
コ
）
　
　
　
　
　
ア
ブ
ラ
ハ
ミ
ア
ン
は
こ
の
論
文
及
び
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
著
書
の
冒
頭
冒
遣
§

　
　
の
弱
さ
ゆ
え
に
、
ホ
セ
イ
ソ
・
ア
リ
i
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
政
庁
が
発
展
し
た
と
述
　
　
　
　
切
ミ
竃
ミ
蕊
ぎ
。
厳
き
。
ミ
蔑
。
｝
三
三
臥
鵠
。
①
8
P
お
Q
。
b
。
、
O
I
心
ε
で
イ
ラ
ン
の
社
会

　
　
ぺ
て
い
る
［
U
p
。
〈
一
①
。
。
一
㊤
。
。
メ
誌
2
。
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The　Nari　Family　and　the　Province　of　Fars

　　　　　　　　in　the　Early　Qaja－r　Period

by

｝IAsEGAwA　Kurni

　　In　latter　haif　of　the　eighteenth　century　Aqa　Mohammad　established

the　Qaja－r　dynasty　in　lran，　and　his　nephew　Fath　‘AII　Shah　succeeded

him　after　his　death．　The　province　of　Fnrs，　the　southern　part　of

Iran，　had　been　iR　disorder　since　the　struggle　between　the　Qajar　dy－

nasty　and　the　Zand　dynasty．　But　at　the　end　of　the　century　Hosein

‘Ali　Mirza，　Fath　‘Ali　Shah’s　son，　became　tke　governor　of　this　province

and　held　this　post　for　more　than　thirty　years．

　　The　disorder　in　Fars　seemed　to　have　come　to　an　end　with　Hosein

‘Ali　Mirza’s　arrival．　But　in　the　last　years　of　his　rule，　politically　serious

events　occurred　one　after　another　and　Fars　fell　into　confusion　again．

It　is　necessary　to　study　the　political　and　social　circumstances　in　Fars

before　the　confusion　in　order　to　understand　this　new　period．　However，

the　scarcity　of　historical　sources　imposes　some　dithculties．

　　It　is　well　known　thatthe　Nitri　family　accompanied　Hosein　‘Aii　Mirza，

and　one　of　its　rnembers　gained　considerable　power　in　Fars．　1　attempt

to　depict　the　state　of　the　local　society　of　Fars　through　the　activities　of

this　family．　First，　1　try　to　make　the　status　of　the　family　in　FaL’rs　clear

by　analyzing　its　general　character　iR　tke　Qaja－r　dynasty，　its　activities　in

the　government　of　Fars，　and　the　relationship　between　the　center　of　the

dynasty　and　the　family　in　Fars．　Second，1　try　view　the　state　of　tke

local　people　in　Fars　through　incldents　in　which　the　Nari　family　interacted

with　them．

　　As　a　result　the　following　points　become　clear．　The　Narl　family　was

influential　because　they　had　the　confidence　of　the　center　of　the　dynasty

and　were　close　to　Hosein　‘Ali　Mlrza．　But　the　population　of　Shiraz，

the　center　of　Fars，　was　not　securely　under　the　control　of　this　family．　lt

was　a　man　whom　the　people　themselves　elected　who　assumed　a　position

as　feala－ntar　and　served　as　intermediary　between　the　people　of　Fays　and

the　government．　The　people　of　Fars　were　directly　under　the　lealamntar
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and　other　influential　local　persons．　Meanwhile，　the　Qashqa’i　tribe　became

powerful　ambng　the　tribes　of　Fars　and　a　fnember　of　this　tribe　threatened

the　status　of　tlte　Nar－i’　family　within　the　government．　At　last　this　tribe

gained　such　great　power　as　to　be　able　to　drive　away　the　Nitri　family．

The　Formation　of　Local　Government　Finance

　　in　Sichuan　during　the　Late　Qing　Period

　　　　　　　　　　　　　　　　guilds　and　lil’in

by

YAMAMOTO　SuSUMu

　　From　the　Jiaqing　period　（1796－1820）　on，　as　the　central　government

became　increaslngly　short　of　funds，　the　local　government　authorities，

which　had　no　independent　sources　of　revenue　of　their　own，　began　to　pay

attention　to　the　commercial　tax・The　govem狐ent　of　Ba巴county
（comprising　the　city　of　Chongqing）　in　Sichuan　had　already　since　the

Qianlong　Period（1736－95）been　coliecting　a　fee　called　chαiwu差務from

merchants　to　defray　local　administrative　expenses，　but　it　took　advantage

of　the　imposition　of　a　tax　known　as　the　junchai面差for　the　suppression

of　the　White　Lotus　rebellions　to　strengthen　and　regularize　the　practice．

From　the　Xianfeng　period　（185i－61）　on　the　chaiwu　was　absorbed　into

the　lil’in　surcharge，　and　the　hitherto　unoMcial　lecal　finances　became

somewhat　institutionalized．

　　The　merchants　strengthened　their　organization　in　order　to　．　prevent

unfairness　in　the　chaizvzt　tax　burden　and　tax　evasion．　it　was　the　so－calle（i

bang　ptpt　tliat　handled　these　functions．　Bang　were・　lower　branches　of

guilds　organized　for　collecting　chaiwu　and　liJ’in　tkrough　brokers；　from

these，　shanghtti商会were　formed　from　the　late　Qing　on．　Thus　the

gullds，　which　were　originally　associations　of　merchants　from　the　same

regions，　came　to　participate　in　the　1ocal　administration　（which　depended

on　the　li7’in　surcharge）　in　addition　to　their　original　functions　of　preserving

order　in　the　business　world　and　arbitrating　disputes．　Through　the　institu－

tionalization　of　local　government　finances　and　the　introduction　of　the

merchant　class　into　local　administration，　a　new　regional　governing　struc－

ture　was　constructed　in　Sichuan．

（935）




